
大阪市民間老朽住宅建替支援事業 

従前居住者家賃補助制度補助金交付要綱 

制  定 平成７年４月１日 

最近改正  令和６年４月１日 

（目的） 

第１条 この要綱は、民間老朽住宅の建替を促進することを目的とし、従前居住者が建替後の賃貸住宅へ再

入居する場合の仮移転入居者家賃補助及び再入居者家賃補助並びに大阪市内（以下「市内」という。）の

民間賃貸住宅へ転出入居する場合の転出入居者家賃補助の実施について、大阪市補助金等交付規則（平成

18年大阪市規則第７号。以下「規則」という。）に定めるもののほか、必要な事項を定める。 

（用語の定義） 

第２条 この要綱において、用語の意義は大阪市民間老朽住宅建替支援事業建替建設費補助制度補助金交付

要綱（以下「建替補助金交付要綱」という。）、大阪市民間老朽住宅建替支援事業狭あい道路沿道老朽住

宅除却促進制度補助金交付要綱（以下「除却補助金交付要綱」という。）、大阪市まちかど広場整備事業

従前建築物除却制度補助金交付要綱（以下「まちかど広場除却補助金交付要綱」という。）、大阪市主要

生活道路不燃化促進整備事業建設費補助制度補助金交付要綱（以下「主要生活道路不燃化補助金交付要

綱」という。）及び大阪市密集住宅市街地重点整備事業（防災空地活用型除却費補助）補助金交付要綱

（以下「防災空地除却補助金交付要綱」という。）に定める意義と同一とするほか、次の各号に定めると

ころによる。 

（１）従前居住者 住戸を賃借し、かつ入居している者（以下「入居者」という。）及びその入居者の同

居者をいう。 

（２）高齢者等世帯 第４条第１項の登録申請時又は第５条第１項から第４項まで、第６条第１項もしく

は第 11 条第１項の規定による交付申請時において、それぞれ、従前居住者の世帯構成が次のいずれ

かに該当し、かつ世帯収入が大阪市民間老朽住宅建替支援事業従前居住者家賃補助制度補助金交付要

領（以下「要領」という。）第３条第２項に規定する基準額以下である世帯（同一住宅に複数の世帯

が入居している場合にあっては、入居者全員を一つの世帯として取り扱うものとする。以下同じ。）

をいう。 

ア 65歳以上の者の単身世帯

イ 65 歳以上の者がその親族（配偶者又は 18 歳未満もしくは 65 歳以上の者である場合に限

る。）と同居する世帯

ウ 入居者及び同居者（入居者の親族に限る。）のうち少なくとも１人が大阪市営住宅条例第５条

第１項第１号イに該当する世帯

エ 配偶者のない者とその子で構成する世帯（20歳未満の子のいる世帯に限る。）

（３）一般世帯 高齢者等世帯以外の世帯をいう。 

（４）入居 住宅に現に居住し、かつ当該住宅の所在地が住民基本台帳法（昭和42年法律第81号）に基

づく住民票（以下「住民票」という。）上の住所であることをいう。 

（５）再入居 従前居住者が、建替後の賃貸住宅へ入居することをいう。 

（６）仮移転入居 従前居住者が再入居するまでの間、市内の他の民間賃貸住宅へ入居することをいう。 

（７）転出入居 従前居住者が、市内の他の民間賃貸住宅へ入居することをいう。 

（８）完了報告 建替補助金交付要綱に基づく建替完了報告、除却補助金交付要綱もしくはまちかど広場

除却補助金交付要綱に基づく除却完了報告、主要生活道路不燃化補助金交付要綱に基づく完了報告又

は防災空地除却補助金交付要綱に基づく除却完了報告をいう。 

（９）仮認定 仮移転入居者家賃補助、再入居者家賃補助及び転出入居者家賃補助の交付決定は、建替補

助金交付要綱、除却補助金交付要綱、まちかど広場除却補助金交付要綱、主要生活道路不燃化補助金

交付要綱又は防災空地除却補助金交付要綱の完了報告に対する額の確定をもって効力が生じるものと

し、入居から各事業の完了報告に対する額の確定までの期間の状態をいう。 

（10）賃貸住宅 賃貸借契約による家賃の支払いを要件とする住宅をいう。ただし、大阪市営・大阪府



営・都市再生機構・公社住宅等（都市再生機構が、都市再開発法（昭和４４年法律第３８号）に基づ

く民間市街地再開発事業において取得する保留床部分を除く。）の公的事業主体が管理又は所有する

住宅及び会社等が借主となる住宅を除く。 

（11）従前家賃 建替又は除却前の住宅に関わる賃貸借契約において定められた家賃の月額をいう。（共

益費・駐車場使用料等直接住宅の家賃と認められないものを除く。） 

（12）従後家賃 従前居住者が再入居、仮移転入居又は転出入居により入居する住宅に関わる賃貸借契約

において定められた家賃の月額をいう。（共益費・駐車場使用料等直接住宅の家賃と認められないも

のを除く。） 

（13）申請者 この要綱に基づき再入居者家賃補助又は仮移転入居者家賃補助もしくは転出入居者家賃補

助を受けようとする者をいう。 

（14）補助決定対象者 市長から家賃補助の交付決定を受けた者をいう。 

（15）建替事業 建替補助金交付要綱に基づき実施される建替又は主要生活道路不燃化補助金交付要綱第

６条に基づき実施される建替整備をいう。 

（16）建替建設費補助等 建替事業、主要生活道路不燃化補助金交付要綱第６条に基づき実施される除却

整備又は除却補助金交付要綱、まちかど広場除却補助金交付要綱もしくは防災空地除却補助金交付要

綱に基づき実施される除却をいう。 

 

（家賃補助の対象者） 

第３条 家賃補助の対象者は、建替事業における老朽建築物の従前居住者で、次の各号のすべての要件を満

たすものでなければならない。 

（１）第４条第１項に定める登録申請日現在、当該老朽建築物を継続して２年間以上賃借し、かつ入居し

ていること。 

（２）老朽建築物からの退去が、原則として第４条第３項に定める登録通知日以後であること。ただし、

事前相談等において、市長が正当な理由として認めた場合については、この限りではない。 

（３）従後家賃が従前家賃を超えること。 

（４）当該老朽建築物に係る土地所有者等でないこと。 

２ 再入居者家賃補助の対象者は前項の要件に加え、次の各号のすべての要件を満たすものでなければなら

ない。 

（１）入居可能な日から、３ヵ月以内に再入居すること。 

（２）再入居時の世帯収入が要領に定める基準額以下であること。 

（３）再入居時に他の公的制度による家賃補助を受けていないこと。 

３ 仮移転入居者家賃補助の対象者は第１項の要件に加え、次の各号のすべての要件を満たすものでなけれ

ばならない。 

（１）老朽建築物からの退去後、速やかに市内の民間賃貸住宅で、便所及び台所の設備が専用である住宅

へ入居すること。 

（２）仮移転入居時の世帯収入が要領に定める基準額以下であること。 

（３）仮移転入居時に他の公的制度による家賃補助を受けていないこと。 

４ 転出入居者家賃補助の対象者は、第１項の要件に加え、次の各号のすべての要件を満たすものでなけれ

ばならない。 

（１）老朽建築物からの退去後、速やかに市内の民間賃貸住宅で、便所及び台所の設備が専用である住宅

へ入居すること。 

（２）転出入居時の世帯収入が要領に定める基準額以下であること。 

（３）転出入居時に他の公的制度による家賃補助を受けていないこと。 

５ 第１項及び第２項の各号に該当する者が、都市計画法（昭和43年法律第100号）第59条の規定に基づ

く都市計画事業、道路法（昭和27年法律第180号）、土地区画整理法（昭和29年法律第119号）第３条

第３項もしくは第４項の規定に基づく土地区画整理事業、都市再開発法に基づく市街地再開発事業又は大

都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法（昭和 50 年法律第７号）に基づく住

宅街区整備事業の施行地区において民間老朽賃貸住宅に入居している場合も、本要綱による家賃補助の対

象者とすることができる。ただし、補助の期間は再入居を開始したときからとし、転出者は補助対象外と



する。 

６ 除却補助金交付要綱もしくは防災空地除却補助金交付要綱の適用を受けて除却される老朽木造住宅又は

まちかど広場除却補助金交付要綱もしくは主要生活道路不燃化補助金交付要綱第６条の適用を受けて除却

される老朽建築物の従前居住者のうち、第１項及び第４項の各号に定めるすべての要件を満たす者は、転

出入居者家賃補助の対象者とすることができる。 

 

（家賃補助の対象者の除外要件） 

第３条の２ 申請者が次の各号のいずれかに該当する場合は、前条の家賃補助の対象者から除外するものと

する。 

 （１）暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成 3年法律第 77号）第 2条第 6号に規定す

る暴力団員 

 （２）大阪市暴力団排除条例第2条第3号に規定する暴力団密接関係者 

 （３）暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第2号に規定する暴力団の利益になると認

められる又はおそれがあると認められる場合 

 

（家賃補助の登録申請及び登録通知） 

第４条 申請者は、建替補助金交付要綱第３条第７項に定める建替事業計画承認通知、除却補助金交付要綱

第３条第５項もしくはまちかど広場除却補助金交付要綱第４条第５項に定める除却事業計画承認通知、防

災空地除却補助金交付要綱第３条第５項に定める事業計画承認通知又は主要生活道路不燃化補助金交付要

綱第９条第６項に定める事業計画承認通知を補助事業者が受けた後、再入居者家賃補助登録申請書（様式

１）又は転出入居者家賃補助登録申請書（様式２）により市長へ登録申請しなければならない。 

２ 次項の再入居者家賃補助登録通知書（様式３）を受領した申請者が、再入居予定を取りやめ、転出入居

者として家賃補助を希望する場合は、再入居者から転出入居者への登録変更申請書（様式 11）により市

長へ登録変更申請することができる。ただし、再入居を既に開始した申請者は登録変更申請することはで

きない。 

３ 市長は、前２項による申請があった場合において、その内容を審査し、登録するときは、再入居者家賃

補助登録通知書（様式３）、転出入居者家賃補助登録通知書（様式４）又は再入居者から転出入居者への

登録変更通知書（様式 12）により、申請者へ通知するものとする。ただし、申請者が前条各号のいずれ

かに該当する場合は、この限りでない。 

４ 第３条第５項の規定により、本要綱による家賃補助の対象者となることができる者が家賃補助を受けよ

うとする場合は、前３項の規定を準用する。この場合において、第１項の「建替事業計画承認通知」は、

「建替事業計画承認通知等」と読み替える。 

 

（家賃補助の交付申請及び交付決定） 

第５条 前条第３項の再入居者家賃補助登録通知又は転出入居者家賃補助登録通知を受けた申請者は、次条

で定める家賃補助の交付申請に係る基準日（以下「家賃補助交付申請基準日」という。）が１月中の日で

ある場合にあっては、1 月末日まで又はその年の６月１日から６月 30 日（本市の定める休日である場合

は、その日以前の直近の休日でない日。以下同じ。）までに、家賃補助交付申請基準日が２月から５月中

の日である場合にあっては、その年の６月１日から６月 30 日までに、家賃補助交付申請基準日が６月か

ら 12 月中の日である場合にあっては、１ヵ月以内（本市の定める休日である場合は、その日以前の直近

の休日でない日。以下同じ。）に、仮移転入居者家賃補助金交付申請書（様式６）又は転出入居者家賃補

助金交付申請書（様式７）により市長に家賃補助の交付申請を行わなければならない。ただし、市長が正

当な理由があるものと認めた場合は、この限りでない。 

２ 仮移転入居又は転出入居が家賃補助交付申請基準日以後の場合は、前項の「家賃補助交付申請基準日」

は、「仮移転入居又は転出入居の日」と読み替える。 

３ 再入居の際は、第１項の「家賃補助交付申請基準日」を「再入居の日」と読み替え、再入居者家賃補助

金交付申請書（様式５）により市長に家賃補助の交付申請を行わなければならない。 

４ 再入居者から転出入居者への登録変更通知書の通知日（以下「登録変更通知日」という。）が家賃補助

交付申請基準日もしくは仮移転入居日のいずれの日よりも後になった場合は、第１項の「家賃補助交付申



請基準日」を「登録変更通知日」と読み替え、転出入居者家賃補助金交付申請書（様式７）に別途定める

書類を添えて、市長に家賃補助の交付申請を行わなければならない。 

５ 市長は、前４項による申請があった場合において、当該申請に係る書類の審査、必要に応じて行う現地

調査等により、法令等に違反しないかどうか、補助事業の目的、内容等が適正であるかどうか及び金額の

算定に誤りがないかどうかを審査し、この要綱に定める事項に適合していると認め、補助金の交付の決定

をしたときは、再入居者家賃補助金交付決定通知書（様式８）、仮移転入居者家賃補助金交付決定通知書

（様式９）又は転出入居者家賃補助金交付決定通知書（様式 10）により申請者へ通知するものとし、建

替事業者へも交付決定された旨通知する。 

６ 第３条第５項の規定により、本要綱による家賃補助の対象者となることができる者が家賃補助を受けよ

うとする場合は、第３項及び前項の規定を準用する。 

７ 市長は、補助金を交付しない旨の決定をしたときは、速やかにその旨を理由を付して再入居者家賃補助

金不交付決定通知書（様式 28）、仮移転入居者家賃補助金不交付決定通知書（様式 29）又は転出入居者

家賃補助金不交付決定通知書（様式30）により申請者へ通知するものとする。 

８ 申請者は、第５項の規定による通知を受領した場合において、当該通知の内容又は規則第７条第１項の

規定によりこれに付された条件に不服があり申請を取下げようとするときは、再入居者家賃補助金交付申

請取下書（様式 31）、仮移転入居者家賃補助金交付申請取下書（様式 32）又は転出入居者家賃補助金交

付申請取下書（様式33）により、交付決定後２週間以内に交付申請を取り下げることができる。 

９ 市長は、申請が到達してから 30 日以内に補助金の交付の決定又は交付しない旨の決定をするものとす

る。ただし、申請書等に不備がある場合は、その訂正等に要する日数は除くものとする。 

 

（家賃補助交付申請基準日） 

第５条の２ 次の各号に掲げる建替補助金交付要綱に基づき実施される建替における老朽建築物の従前居住

者に係る家賃補助交付申請基準日は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 

（１）隣地取得型戸建住宅建替 同要綱第９条の２第３項又は第４項による補助事業着手届提出日 

（２）前号に掲げるもの以外 同要綱第４条第２項による建替事業計画認定日 

２ 次の各号に掲げる主要生活道路不燃化補助金交付要綱第６条に基づき実施される建替整備又は除却整備

における老朽建築物の従前居住者に係る家賃補助交付申請基準日は、それぞれ当該各号に定めるところに

よる。 

（１）除却整備 同要綱第10条第２項による補助金交付決定日 

（２）耐火構造費を補助対象とする建替整備 同要綱第 10 条第２項による補助金交付決定日（同要綱第

12条第２項に基づき全体設計の承認を行った場合は、同項による全体設計承認日） 

（３）同要綱第11条の規定により補助金交付の申請をすることができない建替整備 同要綱第16条第３

項による建築工事着手届提出日 

３ 除却補助金交付要綱に基づき実施される除却における老朽建築物の従前居住者に係る家賃補助交付申請

基準日は、同要綱第５条第２項による補助金交付決定日とする。 

４ まちかど広場除却補助金交付要綱に基づき実施される除却における老朽建築物の従前居住者に係る家賃

補助交付申請基準日は、同要綱第５条第２項による補助金交付決定日とする。 

５ 防災空地除却補助金交付要綱に基づき実施される除却における老朽建築物の従前居住者に係る家賃補助

交付申請基準日は、同要綱第５条第１項第２号に掲げる費用に係る同要綱第６条第２項による補助金交付

決定日とする。 

 

（交付決定及び登録の変更） 

第６条 補助決定対象者は、第１号に該当する場合は再入居者家賃補助金交付変更申請書（様式 13）、仮

移転入居者家賃補助金交付変更申請書（様式 14）又は転出入居者家賃補助金交付変更申請書（様式 15）

により補助金の交付決定を受けた年度の２月 15 日（本市の定める休日である場合は、その日以前の直近

の休日でない日）までに、第２号に該当する場合は再入居者家賃補助登録変更申請書（様式 40）、仮移

転入居者家賃補助登録変更申請書（様式 41）又は転出入居者家賃補助登録変更申請書（様式 42）により

速やかに、市長に申請しなければならない。ただし、第 13 条第１項の規定による届け出を行う場合は、

この限りでない。 



（１）第５条第５項により決定された補助金交付期間又は補助金額の変更が生じる場合 

（２）第５条第５項により決定された補助金交付期間及び補助金額の変更を伴わない次の事項に変更が生

じる場合 

   ア 補助決定対象者の住所又は氏名 

   イ 補助対象住宅名 

   ウ 家主氏名 

   エ 家賃月額 

   オ 世帯区分 

   カ 連帯保証人 

２ 前項の変更申請について、交付決定を受けた内容のうち、補助決定対象者を従前居住者以外の者とする

変更、補助期間中における一般世帯から高齢者等世帯への区分変更及び転出入居から再入居への変更は、

これを認めない。 

３ 市長は、第１項による交付変更申請があった場合において、その変更理由が妥当であると認めたときは、

交付決定の内容を変更するとともに、第５条第５項に準じて、再入居者家賃補助金交付決定変更通知書

（様式 16）、仮移転入居者家賃補助金交付決定変更通知書（様式 17）又は転出入居者家賃補助金交付決

定変更通知書（様式18）により、申請者に通知するものとする。 

４ 市長は、第１項による登録変更申請があった場合において、その内容を審査し、登録を変更するときは、

再入居者家賃補助登録変更通知書（様式 47）、仮移転入居者家賃補助登録変更通知書（様式 48）又は転

出入居者家賃補助登録変更通知書（様式49）により、申請者へ通知するものとする。 

 

（家賃補助の金額） 

第７条 家賃補助金額は、従前家賃と従後家賃の差額の２分の１以内（千円未満切り捨て）で、月額２万５

千円を限度とする。 

２ 前項の規定にかかわらず、高齢者等世帯にあっては従前家賃と従後家賃の差額の３分の２以内（千円未

満切り捨て）で、月額３万５千円かつ従後家賃の２分の１以内（千円未満切り捨て）を限度とする。 

 

（家賃補助の期間） 

第８条 再入居者家賃補助又は転出入居者家賃補助を行う期間は、補助を開始した月から 36 ヵ月以内とす

る。この期間には仮移転入居者家賃補助期間も含まれるものとする。 

２ 前項の規定にかかわらず、建替建設費補助等の承認を受ける建物がアクションエリア内にある従前居住

者については、再入居者家賃補助又は転出入居者家賃補助を行う期間は、補助を開始した月から 60 ヵ月

以内とする。また、仮移転入居者家賃補助期間はこの期間に含まれないものとし、補助を開始した月から

24ヵ月以内で、再入居を開始した月の前月までとする。 

３ 第１項の規定にかかわらず、高齢者等世帯にあっては、家賃補助を行う期間は、補助を開始した月から

60ヵ月以内とする。この期間には仮移転入居者家賃補助期間も含まれるものとする。 

４ 前項に規定する期間にかかわらず、高齢者等世帯にあっては、建替建設費補助等が承認される建物がア

クションエリア内にあるものについては、再入居者家賃補助又は転出入居者家賃補助を行う期間は、補助

を開始した月から 84 ヵ月以内とする。また、仮移転入居者家賃補助期間はこの期間に含まれないものと

し、補助を開始した月から24ヵ月以内で、再入居を開始した月の前月までとする。 

５ 再入居者から転出入居者へ登録変更した申請者の家賃補助を行う期間については、仮移転入居者家賃補

助を行った期間を除くものとする。 

６ 仮移転入居者家賃補助及び転出入居者家賃補助の補助開始月については、交付申請日が属する月の翌々

月とする。また、再入居者家賃補助の補助開始月については、住所を再入居先へ異動させ、再入居先家賃

を満額支払った月とし、当該月が２月又は３月の場合にあっては、その年の４月とする。 

７ 住所又は家賃に係る変更があった場合の補助開始月については、住民票上の住所を入居先へ異動させ、

変更後に入居先の家賃を満額支払った月とする。ただし、申請書等に不備がある場合は、交付申請日にそ

の訂正等に要する日数を加えた日の属する月の翌々月を補助開始月とする。 

８ 家賃補助期間のうち仮認定期間は、家賃補助を開始した月から建替建設費補助等の完了報告に基づく補

助金の額の確定日が属する月までとし、24 ヵ月以内とする。ただし、建替建設費補助等に係る事業が補



助事業者の事由により中止され、又は廃止された場合は、当該事業の中止等が確定した月までとする。 

 

（家賃補助金の請求及び支給） 

第９条 補助決定対象者は、要領に定める方法により家賃補助金を市長に請求することとする。 

２ 市長は前項による請求があったときは、住民票により家賃補助金の請求対象期間の居住状況を確認し、

支障がない場合に口座振替方式で家賃補助金を補助決定対象者へ、請求書受領後 30 日以内に支給するも

のとする。ただし、請求書等に不備がある場合は、その訂正等に要する日数は除くものとする。 

 

（実績報告及び額の確定） 

第10条 補助決定対象者は、補助事業が完了したときは、補助金の交付決定を受けた年度の３月15日（本

市の定める休日である場合は、その日以前の直近の休日でない日）までに、又は家賃補助金の受給資格を

喪失したときは速やかに、それぞれ、再入居者家賃補助金実績報告書（様式 34）、仮移転入居者家賃補

助金実績報告書（様式 35）又は転出入居者家賃補助金実績報告書（様式 36）により、実績報告を行わな

ければならない。ただし、補助決定対象者が死亡した場合は、死亡による家賃補助金受給資格喪失届出書

（様式43）をもって実績報告を行うものとする。 

２ 市長は、前項の報告を受けた場合において、報告書等の書類の審査及び必要に応じて行う現地調査等に

より、当該報告に係る補助事業等の成果が補助金等の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合する

ものであるかどうかを審査し、適合すると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、再入居者家賃

補助金確定通知書（様式 37）、仮移転入居者家賃補助金確定通知書（様式 38）又は転出入居者家賃補助

金確定通知書（様式39）により補助決定対象者に通知するものとする。 

 

（更新手続き） 

第 11 条 補助決定対象者は、再入居者家賃補助金交付（更新）申請書（様式５－２）、仮移転入居者家賃

補助金交付（更新）申請書（様式６－２）又は転出入居者家賃補助金交付（更新）申請書（様式７－２）

により、交付決定を受けた翌年度以降、毎年６月１日から６月 30 日までの間に更新手続きをとらなけれ

ばならない。 

２ 更新時における交付決定及び不交付決定については、第５条第５項及び第８項の規定を準用するものと

し、毎年７月１日から７月31日までの間に交付決定又は不交付決定を行うものとする。 

 

（家賃補助金の受給資格の喪失） 

第 12 条 再入居者家賃補助決定対象者が、次の各号のいずれかに該当したときは、当該事由の発生した月

の翌月から家賃補助を受ける資格を喪失する。 

（１）再入居後に他の住宅へ転居したとき。 

（２）再入居後に住民票上の住所を再入居先から異動させたとき。 

（３）他の公的制度による家賃補助を受けたとき。 

（４）第６条の交付決定の変更について、その変更申請手続きを怠ったとき、又はその変更申請が認めら

れないとき。 

２ 仮移転入居者家賃補助決定対象者が、次の各号のいずれかに該当したときは、当該事由の発生した月の

翌月から仮移転入居者家賃補助を受ける資格を喪失する。 

（１）仮移転入居後に市外の住宅へ転居したとき。 

（２）仮移転入居後に住民票上の住所を市外へ異動させたとき。 

（３）他の公的制度による家賃補助を受けたとき。 

（４）第６条の交付決定の変更について、その変更申請手続きを怠ったとき、又はその変更申請が認めら

れないとき。 

３ 転出入居者家賃補助決定対象者が、次の各号のいずれかに該当したときは、当該事由の発生した月の翌

月から家賃補助を受ける資格を喪失する。 

（１）転出入居後に市外の住宅へ転居したとき。 

（２）転出入居後に住民票上の住所を市外へ異動させたとき。 

（３）他の公的制度による家賃補助を受けたとき。 



（４）第６条の交付決定の変更について、その変更申請手続きを怠ったとき、又はその変更申請が認めら

れないとき。 

４ 前条第１項の更新手続きがない場合及び建替建設費補助等に係る事業が補助事業者の事由により中止さ

れ、又は廃止された場合は、補助決定対象者は家賃補助を受ける資格を喪失する。 

５ 前条に定める更新時において、世帯収入が要領に定める基準額を超える場合は、当該更新時の属する年

度の４月１日から家賃補助を受ける資格を喪失するものとする。 

６ 第７条第２項又は第８条第３項もしくは第４項（以下この項において「これらの規定」という。）の適

用を受ける高齢者等世帯の世帯収入が前条に定める更新時において要領に定める基準額を超える場合は、

当該高齢者等世帯は、継続してこれらの規定による家賃補助を受ける資格を喪失する。ただし、当該高齢

者等世帯の世帯収入が前項の基準額以下であるときは、引き続き第７条第１項の規定による家賃補助を受

けることができる。この場合において、補助の対象期間については、第８条第１項及び第２項の規定によ

るものとし、同項中「補助を開始した月」は、「これらの規定により補助を開始した月」と読み替えるも

のとする。 

７ 補助決定対象者が死亡した場合、死亡した月の翌月から家賃補助を受ける資格を喪失する。第３条に規

定する家賃補助の対象者が同居していない場合は、親族又は同居者が死亡による家賃補助金受給資格喪失

届出書（様式43）により、その旨をただちに市長に報告しなければならない。 

８ 第１項から第３項まで又は第７項の規定により家賃補助を受ける資格を喪失した場合、家賃補助を行う

期間は、補助対象住宅に住民票上の住所を置き、かつ補助対象住宅に係る家賃を満額支払った月までとす

る。 

 

（補助決定対象者の届出義務及び補助の取消し） 

第 13 条 再入居者家賃補助決定対象者は前条第１項の各号のいずれかに、仮移転入居者家賃補助決定対象

者は前条第２項の各号のいずれかに、転出入居者家賃補助決定対象者は前条第３項の各号のいずれかに、

それぞれ該当したとき又は該当することが明らかとなったときは、再入居者家賃補助金受給資格喪失届出

書（様式 19）、仮移転入居者家賃補助金受給資格喪失届出書（様式 20）又は転出入居者家賃補助金受給

資格喪失届出書（様式21）により、遅滞なく市長にその旨を届け出なければならない。 

２ 市長は、前項による届出を受けた場合、補助決定対象者が前条第１項又は第２項もしくは第３項の各号

のいずれかに該当しながら届出の義務を怠ったことが認められた場合又は前条第４項又は第７項に該当す

る場合は、再入居者家賃補助交付決定取消通知書（様式 22）、仮移転入居者家賃補助交付決定取消通知

書（様式 23）又は転出入居者家賃補助交付決定取消通知書（様式 24）により、当該家賃補助の取消しを

補助決定対象者へ通知するものとする。ただし、更新手続きを要する場合において、４月１日から第 11

条第１項による更新手続きまでの間に、前項による届出を受けた場合及び第 12 条第４項による更新手続

きを怠った場合は、再入居者家賃補助金受給資格喪失通知書（様式 50）、仮移転入居者家賃補助金受給

資格喪失通知書（様式 51）又は転出入居者家賃補助金受給資格喪失通知書（様式 52）により通知するも

のとする。 

 

（補助金の交付決定取消し及び返還） 

第 14 条 市長は、補助決定対象者が補助申請や補助金の受領を不正に行っていることが判明した場合、前

年度の課税証明書もしくは納税証明書により交付決定した者について当該年度の世帯収入を確認した際に

第３条第２項第２号、第３項第２号もしくは第４項第２号で定める基準を満たしていないことが判明した

場合、第３条の２各号のいずれかに該当すると判明した場合又はこの要綱に違反した場合は、再入居者家

賃補助金交付決定取消兼補助金返還命令書（様式 25）、仮移転入居者家賃補助金交付決定取消兼補助金

返還命令書（様式 26）又は転出入居者家賃補助金交付決定取消兼補助金返還命令書（様式 27）により交

付決定を取り消し、補助決定対象者に対して補助金の返還を求めるものとする。 

２ 前項による補助金返還命令を受けた補助決定対象者は、市長が定める期限までに当該補助金を遅滞なく

返還しなければならない。 

３ 市長は、前項の場合において、その理由が補助決定対象者の責に帰すべき事由以外の場合は、補助事業

者又は第３条第５項による各事業者に返還を求めることができる。なお、補助事業者においては、建替補

助金交付要綱第12条第３項の規定により処理することができる。 



（加算金及び延滞金） 

第15条 補助決定対象者は、前条の規定により補助金の返還を求められたときは、規則第19条に基づき、

加算金及び延滞金を本市に納付しなければならない。 

 

（事情変更による決定の取消し等） 

第 16 条 市長は、補助金の交付の決定をした場合において、その後の事情変更により特別の必要が生じた

ときは、補助金の交付の決定の全部もしくは一部を取り消し、又はその決定内容もしくはこれに付した条

件を変更することができる。 

２ 前項の取消し又は変更を行った場合は、市長は、再入居者家賃補助金事情変更による交付決定取消・変

更通知書（様式 44）、仮移転入居者家賃補助金事情変更による交付決定取消・変更通知書（様式 45）又

は転出入居者家賃補助金事情変更による交付決定取消・変更通知書（様式 46）により補助決定対象者に

通知するものとする。 

 

（補助事業等の適正な遂行） 

第17条 補助決定対象者は、補助金の他の用途への使用をしてはならない。 

 

（土地所有者等との協議等） 

第 18 条 申請者は、本制度、建替補助金交付要綱、除却補助金交付要綱、まちかど広場除却補助金交付要

綱、主要生活道路不燃化補助金交付要綱、防災空地除却補助金交付要綱、大阪市市街地再開発事業補助制

度及び関連事業等の趣旨を十分踏まえた上で、再入居、仮移転入居及び転出入居について事前に土地所有

者等と十分協議を行わなければならない。 

 

（関係書類の整備） 

第 19 条 補助金を受けた者は、家賃補助事業に係る収支を明らかにした書類、帳簿等を常に整備し、補助

対象事業完了後５年間保存しなければならない。 

 

（関係法令の遵守等） 

第 20 条 申請者及び補助決定対象者は、関係法令、大阪市の条例、規則及び要綱等を遵守しなければなら

ない。 

 

（立入検査等） 

第 21 条 市長は、補助金の適正な執行を期するため、必要があると認めたときは、補助決定対象者に対し

て報告を求め、又は補助決定対象者の承諾を得た上で職員に当該補助決定対象者の住宅等に立ち入り、帳

簿書類等を検査させ、もしくは関係者に対して質問させることができる。 

 

（委任） 

第22条 市長は、補助事業を実施するため、事務の一部を本市以外のものに委任することができる。 

 

（その他） 

第23条 この要綱の施行に際し必要な事項は、要領に定める。 

 

 

附 則 

本要綱は平成８年４月１日から施行する。 

 

附 則 

本要綱は平成９年４月１日から施行する。 

 

 



附 則 

１ 本要綱は平成11年11月８日から施行する。 

２ 第３条第５項に定める「大阪市密集住宅市街地整備促進事業建替促進補助制度」については、施行日以

降から適用する。 

 

附 則 

本要綱は平成12年７月１日から施行する。 

 

附 則 

本要綱は平成13年４月１日から施行する。 

 

附 則 

本要綱は平成13年９月１日から施行する。 

 

附 則 

本要綱は平成15年４月１日から施行する。 

 

附 則 

本要綱は平成16年４月１日から施行する。 

 

附 則 

本要綱は平成17年４月１日から施行する。 

 

附 則 

本要綱は平成18年４月１日から施行する。 

 

附 則 

１ この要綱は平成19年６月１日から施行する。 

２ この要綱の施行の日までに、第４条第３項による通知書を受けた申請者に関する規定は、なお従前の例

によるものとする。 

 

附 則 

１ この要綱は平成20年４月１日から施行する。 

２ この要綱の施行の日までに、第４条第３項による通知書を受けた者については、第７条の規定はなお従

前の例によるものとする。 

 

附 則 

この要綱は平成21年６月30日から施行する。 

 

附 則 

１ この要綱は平成23年４月１日から施行する。 

２ この要綱の施行の日までに、第４条第３項による通知書を受けた者については、第７条の規定はなお従

前の例によるものとする。 

 

附 則 

１ この要綱は平成23年１１月１日から施行する。 

２ この要綱の施行の日までに、第４条第３項による通知書を受けた者については、なお従前の例によるも

のとする。 

 



附 則 

１ この要綱は平成25年４月１日から施行する。 

２ この要綱の施行の日までに、第４条第３項による通知書を受けた者については、なお従前の例によるも

のとする。 

 

附 則 

１ この要綱は平成25年９月１日から施行する。 

２ この要綱の施行の日までに、第４条第３項による通知書を受けた者については、なお従前の例によるも

のとする。 

 

附 則 

１ この要綱は平成26年４月１日から施行する。 

２ この要綱の施行の日までに、第４条第３項による通知書を受けた者については、この要綱による改正後

の要綱第２条第１項第２号は適用せず、この要綱による改正前の要綱第２条第１項第２号は、なおその効

力を有する。 

 

附 則 

１ この要綱は平成26年６月１日から施行する。 

２ この要綱の施行の日までに、第４条第３項による通知書を受けた者については、なお従前の例によるも

のとする。 

 

附 則 

１ この要綱は平成27年４月１日から施行する。 

２ この要綱の施行の日までに、第４条第３項による通知書を受けた者については、なお従前の例によるも

のとする。 

 

附 則 

１ この要綱は平成28年４月１日から施行する。 

２ この要綱の施行の日までに、第４条第３項による通知書を受けた者については、なお従前の例によるも

のとする。  

 

附 則 

この要綱は平成29年４月１日から施行する。 

 

附 則 

この要綱は平成30年４月１日から施行する。 

 

附 則 

１ この要綱は平成31年４月１日から施行する。 

２ この要綱の施行の日までに、改正前の第８条第４項ただし書による適用を受けた者については、第６条

の改正を除き、なお従前の例によるものとする。 

 

附 則 

この要綱は令和3年10月１日から施行する。 

 

附 則 

この要綱は令和3年12月1日から施行する。 

 

 



附 則 

この要綱は令和6年4月1日から施行する。 

 



 

 

別表 様式一覧 

再入居者家賃補助登録申請書 様式１ 

※

１ 

誓約書 別記様式１ 

確認書（当事者間解決） 別記様式２ 

入居者一覧表 別記様式４ 

住民票（入居者全員のもの）   

直近の賃貸借契約書の写し（建替前の賃貸住宅）   

直近の家賃を支払ったことがわかる資料  

委任状（代理人） 
＊代理人を定める場合 

申請者自ら申請する場合は不要 

その他申請に必要と認める書類  

転出入居者家賃補助登録申請書 様式２ 

※

１ 

誓約書 別記様式１ 

入居者一覧表 別記様式４ 

住民票（入居者全員のもの）   

直近の賃貸借契約書の写し（建替前の賃貸住宅）   

直近の家賃を支払ったことがわかる資料  

その他申請に必要と認める書類  

再入居者家賃補助登録通知書 様式３ 

転出入居者家賃補助登録通知書 様式４ 

再入居者家賃補助金交付申請書 様式５ 

※

１ 

交付申請額内訳書 様式５－３ 

誓約書 別記様式３ 

印鑑登録証明書（連帯保証人のもの）   

入居者一覧表 別記様式５ 

再入居後の住民票（入居者全員のもの）   

直近の収入証明書 

（住民税課税証明書又は所得税納税証明書：入居者全員分） 
 

再入居後の賃貸借契約書の写し  

制度利用状況報告及び確認同意書 別記様式10 

その他申請に必要と認める書類  

再入居者家賃補助金交付（更新）申請書 様式５－２ 

※

１ 

交付申請額内訳書 様式５－３ 

入居者一覧表 別記様式５ 

再入居後の住民票（入居者全員のもの） 
左記の書類に代えて別記様式７を提出

することができる 

前年の収入証明書 

（住民税課税証明書又は所得税納税証明書：入居者全員分） 

左記の書類に代えて別記様式８又９を

提出することができる 

制度利用状況報告及び確認同意書 別記様式10 

その他申請に必要と認める書類  

仮移転入居者家賃補助金交付申請書 様式６ 

※ 交付申請額内訳書 様式５－３ 



 

 

１ 誓約書 別記様式３ 

印鑑登録証明書（連帯保証人のもの）   

入居者一覧表 別記様式５ 

仮移転入居後の住民票（入居者全員のもの）   

直近の収入証明書 

（住民税課税証明書又は所得税納税証明書：入居者全員分） 
 

仮移転入居後の賃貸借契約書の写し  

制度利用状況報告及び確認同意書 別記様式10 

その他申請に必要と認める書類  

仮移転入居者家賃補助金交付（更新）申請書 様式６－２ 

※

１ 

交付申請額内訳書 様式５－３ 

入居者一覧表 別記様式５ 

仮移転入居後の住民票（入居者全員のもの） 
左記の書類に代えて別記様式７を提出

することができる 

前年の収入証明書 

（住民税課税証明書又は所得税納税証明書：入居者全員分） 

左記の書類に代えて別記様式８又９を

提出することができる 

制度利用状況報告及び確認同意書 別記様式10 

その他申請に必要と認める書類  

転出入居者家賃補助金交付申請書 様式７ 

※

１ 

交付申請額内訳書 様式５－３ 

誓約書 別記様式３ 

印鑑登録証明書（連帯保証人のもの）   

入居者一覧表 別記様式５ 

転出入居後の住民票（入居者全員のもの）   

直近の収入証明書 

（住民税課税証明書又は所得税納税証明書：入居者全員分） 
 

転出入居後の賃貸借契約書の写し  

制度利用状況報告及び確認同意書 別記様式10 

その他申請に必要と認める書類  

転出入居者家賃補助金交付（更新）申請書 様式７－２ 

※

１ 

交付申請額内訳書 様式５－３ 

入居者一覧表 別記様式５ 

転出入居後の住民票（入居者全員のもの） 
左記の書類に代えて別記様式７を提出

することができる 

前年の収入証明書 

（住民税課税証明書又は所得税納税証明書：入居者全員分） 

左記の書類に代えて別記様式８又９を

提出することができる 

制度利用状況報告及び確認同意書 別記様式10 

その他申請に必要と認める書類  

再入居者家賃補助金交付決定通知書 様式８ 

再入居者家賃補助金交付（更新）決定通知書 様式８－２ 

仮移転入居者家賃補助金交付決定通知書 様式９ 

仮移転入居者家賃補助金交付（更新）決定通知書 様式９－２ 

転出入居者家賃補助金交付決定通知書 様式10 



 

 

転出入居者家賃補助金交付（更新）決定通知書 様式10－２ 

再入居者から転出入居者への登録変更申請書 様式11 

※

１ 

入居者一覧表 別記様式４ 

住民票（入居者全員のもの）  

その他申請に必要と認める書類  

再入居者から転出入居者への登録変更通知書 様式12 

再入居者家賃補助金交付変更申請書 様式13 

※

１ 

誓約書（補助決定対象者を変更する場合） 別記様式３ 

印鑑登録証明書（補助決定対象者を変更する場合、連帯保証人のもの）  

入居者一覧表 別記様式５ 

住民票（入居者全員のもの）  

変更後の賃貸借契約書の写し  

その他申請に必要と認める書類  

仮移転入居者家賃補助金交付変更申請書 様式14 

※

１ 

誓約書（補助決定対象者を変更する場合） 別記様式３ 

印鑑登録証明書（補助決定対象者を変更する場合、連帯保証人のもの）  

入居者一覧表 別記様式５ 

住民票（入居者全員のもの）  

変更後の賃貸借契約書の写し  

その他申請に必要と認める書類  

転出入居者家賃補助金交付変更申請書 様式15 

※

１ 

誓約書（補助決定対象者を変更する場合） 別記様式３ 

印鑑登録証明書（補助決定対象者を変更する場合、連帯保証人のもの）  

入居者一覧表 別記様式５ 

住民票（入居者全員のもの）  

変更後の賃貸借契約書の写し  

その他申請に必要と認める書類  

再入居者家賃補助金交付決定変更通知書 様式16 

仮移転入居者家賃補助金交付決定変更通知書 様式17 

転出入居者家賃補助金交付決定変更通知書 様式18 

再入居者家賃補助金受給資格喪失届出書 様式19 

仮移転入居者家賃補助金受給資格喪失届出書 様式20 

転出入居者家賃補助金受給資格喪失届出書 様式21 

再入居者家賃補助金交付決定取消通知書 様式22 

仮移転入居者家賃補助金交付決定取消通知書 様式23 

転出入居者家賃補助金交付決定取消通知書 様式24 

再入居者家賃補助金交付決定取消兼補助金返還命令書 様式25 

仮移転入居者家賃補助金交付決定取消兼補助金返還命令書 様式26 

転出入居者家賃補助金交付決定取消兼補助金返還命令書 様式27 

再入居者家賃補助金不交付決定通知書 様式28 

仮移転入居者家賃補助金不交付決定通知書 様式29 

転出入居者家賃補助金不交付決定通知書 様式30 



 

 

再入居者家賃補助金交付申請取下書 様式31 

仮移転入居者家賃補助金交付申請取下書 様式32 

転出入居者家賃補助金交付申請取下書 様式33 

再入居者家賃補助金実績報告書 様式34 

※

１ 入居者一覧表 

別記様式５ 

交付申請時・更新申請時から内容に変

更が無い場合は省略可 

家賃を支払ったことがわかる資料  

住民票（入居者全員のもの） 
交付申請時・更新申請時に別記様式７

を提出した場合は省略可 

その他申請に必要と認める書類  

仮移転入居者家賃補助金実績報告書 様式35 

※

１ 入居者一覧表 

別記様式５ 

交付申請時・更新申請時から内容に変

更が無い場合は省略可 

家賃を支払ったことがわかる資料  

住民票（入居者全員のもの） 
交付申請時・更新申請時に別記様式７

を提出した場合は省略可 

その他申請に必要と認める書類  

転出入居者家賃補助金実績報告書 様式36 

※

１ 入居者一覧表 

別記様式５ 

交付申請時・更新申請時から内容に変

更が無い場合は省略可 

家賃を支払ったことがわかる資料  

住民票（入居者全員のもの） 
交付申請時・更新申請時に別記様式７

を提出した場合は省略可 

その他申請に必要と認める書類  

再入居者家賃補助金確定通知書 様式37 

仮移転入居者家賃補助金確定通知書 様式38 

転出入居者家賃補助金確定通知書 様式39 

再入居者家賃補助登録変更申請書 様式40 

※

１ 

誓約書（補助決定対象者を変更する場合） 別記様式３ 

印鑑登録証明書（補助決定対象者を変更する場合、連帯保証人のもの）  

入居者一覧表 別記様式５ 

住民票（入居者全員のもの）  

変更後の賃貸借契約書の写し  

その他申請に必要と認める書類  

仮移転入居者家賃補助登録変更申請書 様式41 

※

１ 

誓約書（補助決定対象者を変更する場合） 別記様式３ 

印鑑登録証明書（補助決定対象者を変更する場合、連帯保証人のもの）  

入居者一覧表 別記様式５ 

住民票（入居者全員のもの）  

変更後の賃貸借契約書の写し  

その他申請に必要と認める書類  



 

 

転出入居者家賃補助登録変更申請書 様式42 

※

１ 

誓約書（補助決定対象者を変更する場合） 別記様式３ 

印鑑登録証明書（補助決定対象者を変更する場合、連帯保証人のもの）  

入居者一覧表 別記様式５ 

住民票（入居者全員のもの）  

変更後の賃貸借契約書の写し  

その他申請に必要と認める書類  

死亡による家賃補助金受給資格喪失届出書 様式43 

再入居者家賃補助金事情変更による交付決定取消・変更通知書 様式44 

仮移転入居者家賃補助金事情変更による交付決定取消・変更通知書 様式45 

転出入居者家賃補助金事情変更による交付決定取消・変更通知書 様式46 

再入居者家賃補助登録変更通知書 様式47 

仮移転入居者家賃補助登録変更通知書 様式48 

転出入居者家賃補助登録変更通知書 様式49 

再入居者家賃補助金受給資格喪失通知書 様式50 

仮移転入居者家賃補助金受給資格喪失通知書 様式51 

転出入居者家賃補助金受給資格喪失通知書 様式52 

請求書  

※

１ 

家賃を支払ったことがわかる資料※２  

住民票（入居者全員のもの）※２ 
交付申請時・更新申請時に別記様式７

を提出した場合は省略可 

（注）添付書類については、同等の内容が証明されると認められるものに限り、指定する書類に代えることがで

きる。 

（注）原本の写しの提出を可とする。ただし、当該書類に疑義が生じた場合はその原本の提示を求めることがあ

る。なお、写しと表記があるものについては、写しのみとする。 

（注）※１については、様式１、様式２、様式５、様式５－２、様式６、様式６－２、様式７、様式７－２、様

式 11、様式 13、様式 14、様式 15、様式 34、様式 35、様式 36、様式 40、様式 41、様式 42 及び補助金請求

の必要添付書類とする。 

（注）※２については、実績報告書提出後に請求する場合は省略できる。 

 



                               

（様式１） 

           令和  年   月   日 

大阪市長 

              ふりがな 

          申請者 氏  名                

                              生年月日  T・S・H 年 月 日（男・女） 

 

再 入 居 者 家 賃 補 助 登 録 申 請 書 

 

 大阪市民間老朽住宅建替支援事業従前居住者家賃補助制度補助金交付要綱第４条第１項の規定に基づき、関係書類を添

えて下記のとおり家賃補助の登録申請をします。 

 

記 

登録申請者 

氏 名
ふ り が な

  TEL    －    －     

住 所 大阪市 

上記以外の 

連絡先 

（勤務先） 

名 称 TEL    －    －     

所在地 

現在の住居 

家 主 氏 名  

入居年月日 令和  年  月  日 

現在の家賃 月額               円 

建替事業計画承認日・番号 令和   年   月   日  

世 帯 収 入 年額               円 

世 帯 区 分 一般世帯 ・ 高齢者等世帯 

仮移転先 

（予定） 

住 所 大阪市 

名 称            号室 TEL    －    ―     

家主氏名  

家 賃 月額               円 

◎ 添付書類として、次の書類を提出してください。 

・誓約書（別記様式１） 

 ・確認書（当事者間解決）（別記様式２） 

 ・入居者一覧表（別記様式４） 

 ・住民票（入居者全員のもの） 

・直近の賃貸借契約書の写し（建替前の賃貸住宅） 

 ・直近の家賃受領証明書（別記様式６）（家主さんの証明印が必要） 

・建替事業計画承認通知書の写し 

 ・その他申請に必要な書類（必要に応じて求める場合があります。） 

（注） 

・暴力団排除のため個人情報を警察に照会することがあります。 

・暴力団排除のため団体の役員名簿等の提出を求めることがあります。

大 阪 市 記 入 欄 

一般 AA 



（様式２） 

 

令和  年   月   日 

大阪市長  

                                  ふりがな 

              申請者 氏  名                

                                  生年月日  T・S・H 年 月 日（男・女） 

 

転 出 入 居 者 家 賃 補 助 登 録 申 請 書 

 

 大阪市民間老朽住宅建替支援事業従前居住者家賃補助制度補助金交付要綱第４条第１項の規定に基づき、関係書類を添

えて下記のとおり家賃補助の登録申請をします。 

 

記 

登録申請者 

氏 名
ふ り が な

  TEL    －    －     

住 所 大阪市 

上記以外の 

連絡先 

（勤務先） 

名 称 TEL    －    －     

所在地 

現在の住居 

家 主 氏 名  

入居年月日 令和  年  月  日 

現在の家賃 月額               円 

建替(除却)事業計画承認日・番号 令和   年   月   日 
 

世 帯 収 入 年額               円 

世 帯 区 分 一般世帯 ・ 高齢者等世帯 

転出先 

（予定） 

住 所 大阪市 

名 称            号室 TEL    －    ―     

家主氏名  

家 賃 月額               円 

◎ 添付書類として、次の書類を提出してください。 

・誓約書（別記様式１）     

 

 ・入居者一覧表（別記様式４） 

 ・住民票（入居者全員のもの） 

 ・直近の賃貸借契約書の写し（建替前の賃貸住宅） 

 ・直近の家賃受領証明書（別記様式６）（家主さんの証明印が必要） 

・建替（除却）事業計画承認通知書の写し 

 ・その他申請に必要な書類（必要に応じて求める場合があります。） 

（注） 

・暴力団排除のため個人情報を警察に照会することがあります。 

・暴力団排除のため団体の役員名簿等の提出を求めることがあります。 

 

大 阪 市 記 入 欄 

一般 ＡＡ 

大 阪 市 記 入 欄 

一般 AA 



（様式３） 

 

大 都 整   第    号 

令和   年   月   日 

 様 

 

 

大阪市長 

 

 

再 入 居 者 家 賃 補 助 登 録 通 知 書 

 

 令和  年  月  日付けの建替再入居者家賃補助登録申請については、審査の結果、登録しましたので大阪市

民間老朽住宅建替支援事業従前居住者家賃補助制度補助金交付要綱第４条第３項の規定に基づき下記のとおり通知し

ます。 

 

記 

 

登 録 番 号                世帯 

登録申請者 氏名  

従 前 家 賃 月額         円 

 

 

◎  仮移転入居者家賃補助金交付申請をされる場合は、手続きが必要となりますので、すみやかに当該業務委託先で

ある、大阪市都市整備局耐震・密集市街地整備 受付窓口までご連絡ください。必要書類を提出していただきま

す。 

（注）  

・建替事業計画認定通知日から１ヵ月以内に交付申請してください。ただし、仮移転入居が認定通知日以降の場

合は、仮移転入居後１ヵ月以内に交付申請してください。（期間内に交付申請しない場合は受給資格がなくなり、

今後一切家賃補助を受けることができなくなります。ただし、都市整備局長が正当な理由として認めた場合を

除きます。） 

  ・便所、台所の設備が専用である、市内の民間賃貸住宅へ入居すること。 

  ・仮移転入居時の世帯収入額が大阪市の定める基準額以下であること。超えている場合は、登録申請が受理され

ていても補助は受けられません。 

  ・仮移転入居期間中に他の公的制度（新婚世帯向け家賃補助制度等）による家賃補助を受けていないこと。 

 

◎ 再入居者家賃補助金交付申請をされる方は建替えた住宅が完成すれば直ちに再入居してください。（３ヵ月以内に

再入居しない場合、補助が受けられません。）再入居されましたら、手続きが必要となりますので、すみやかに同

窓口までご連絡ください。必要書類を提出していただきます。 

（注） 

・再入居後１ヵ月以内に交付申請してください。（期間内に交付申請しない場合は受給資格がなくなり、今後一切

家賃補助を受けることができなくなります。ただし、都市整備局長が正当な理由として認めた場合を除きま

す。） 

  ・再入居時の世帯収入額が大阪市の定める基準額以下であること。超えている場合は、登録申請が受理されてい

ても補助は受けられません。 

  ・再入居時に他の公的制度（新婚世帯向け家賃補助制度等）による家賃補助を受けていないこと 

 



（様式４） 

 

大 都 整   第    号 

令 和   年   月   日 

 様 

 

 

大阪市長 

 

 

転 出 入 居 者 家 賃 補 助 登 録 通 知 書 

 

 令和  年  月  日付けの建替転出入居者家賃補助登録申請については、審査の結果、登録しましたので大阪

市民間老朽住宅建替支援事業従前居住者家賃補助制度補助金交付要綱第４条第３項の規定に基づき下記のとおり通知

します。 

 

記 

 

登 録 番 号                世帯 

登録申請者 氏名  

従 前 家 賃 月額         円 

 

 

◎ 転出入居者家賃補助金交付申請をされる場合は、手続きが必要となりますので、すみやかに当該業務委託先であ

る、大阪市都市整備局 耐震・密集市街地整備 受付窓口までご連絡ください。必要書類を提出していただきま

す。 

（注） 

・建替事業計画認定通知日又は除却事業交付決定日から１ヵ月以内に交付申請してください。ただし、転出入居

が認定通知日又は交付決定日以降の場合は、転出入居後１ヵ月以内に交付申請してください。（期間内に交付申

請しない場合は受給資格がなくなり、今後一切家賃補助を受けることができなくなります。ただし、都市整備

局長が正当な理由として認めた場合を除きます。） 

・便所、台所の設備が専用である、市内の民間賃貸住宅へ入居すること。 

・転出入居期間中の世帯収入額が大阪市の定める基準額以下であること。超えている場合は、登録申請が受理さ

れていても補助は受けられません。 

・転出入居時に他の公的制度（新婚世帯向け家賃補助制度等）による家賃補助を受けていないこと。 

 



（様式５） 

 

令 和   年   月   日 

 

大阪市長   

 

申請者氏名   

 

 

 

再 入 居 者 家 賃 補 助 金 交 付 申 請 書 

 

 大阪市民間老朽住宅建替支援事業従前居住者家賃補助制度補助金交付要綱第５条第３項の規定に基づき、関係書類

を添えて下記のとおり補助金の交付申請をします。 

記 

登 録 番 号   

建替事業計画認定日 令和   年   月   日 建替事業計画承認番号   

交付申請者 

氏名
ふりがな

  TEL  

住所  

補助対象住宅名 

（再入居後） 
 

家主氏名 

（再入居後） 
 

補助金交付申請額 月額               円 

補助金交付申請期間 令和   年   月 ～ 令和   年   月 

再 入 居 先 家 賃 月額         円 従 前 家 賃 月額         円 

世 帯 所 得 金 額           円 住戸専用の便所・台所 有  無 

再 入 居 年 月 日 令 和   年   月   日  

 

◎添付書類として、次の書類を提出してください。 

 ・誓約書（別記様式３） 

 ・連帯保証人の印鑑登録証明書 

 ・入居者一覧表（別記様式５） 

 ・再入居後の住民票（入居者全員のもの） 

 ・直近の収入証明書（住民税課税証明書又は所得税納税証明書：入居者全員分） 

・再入居後の賃貸借契約書の写し 

  （注）別途原本照合させていただきます。 

 ・制度利用状況報告及び確認同意書（別記様式 10） 

 ・建替事業計画認定通知書の写し 

 ・その他申請に必要な書類 

（必要に応じて求める場合があります。）

大 阪 市 記 入 欄 

ＡＡ 密集 一般 高齢等 



（様式５－２） 

令 和   年   月   日 

 

大阪市長 

申請者氏名   

 

再 入 居 者 家 賃 補 助 金 交 付 （ 更 新 ） 申 請 書 

 

 大阪市民間老朽住宅建替支援事業従前居住者家賃補助制度補助金交付要綱第 11 条第１項の規定に基づき、関係書類を

添えて下記のとおり補助金の交付（更新）申請をします。 

記 

登 録 番 号  
建替事業計画 

承認番号 
 

更新申請者 

氏名   

TEL    

住所   

補助対象住宅名 

（再入居後） 
   

家主氏名 

（再入居後） 
   

世 帯 所 得 金 額           万円 

契 約 内 容 の 変 更 有 ・ 無 （変更内容：                         ） 

補助金交付申請額 月額        円  

補助金交付申請期間 令和   年   月 ～ 令和   年   月 

再 入 居 先 家 賃 月額        円  

従 前 家 賃 月額        円 再 入 居 年 月 日 令和  年  月  日 

◎太枠内の記載内容を確認の上、必要事項を記入してください。 

・世帯取得金額については、別記様式８を提出した場合は記入不要です。 

・契約内容の変更の有無については、該当する方に○を付け、有の場合はその内容を右側に記入してください。 

・その他の欄で記載内容に修正がある場合には、右枠内に修正後の内容を記入してください。 

◎添付書類として、次の書類を提出してください。 

 ・入居者一覧表（別記様式５） 

 ・再入居後の住民票（入居者全員のもの）又は住民票取得依頼書（別記様式７） 

 ・前年の収入証明書（住民税課税証明書又は所得税納税証明書：入居者全員分）、課税台帳情報取得依頼書（別記様式

８）又は生活保護受給状況確認依頼書（別記様式９） 

 ・制度利用状況報告及び確認同意書（別記様式 10） 

 ・その他申請に必要な書類（必要に応じて求める場合があります。） 

  （例）再入居後の賃貸借契約書の写し･･･契約内容の変更があった場合提出してもらいます。 

 大 阪 市 記 入 欄 

ＡＡ 密集 一般 高齢等 



（様式５－３） 

 

交付申請額内訳書（高齢者等世帯以外） 

算出項目 金額（円） 備    考 

従前家賃 ａ   

従後家賃 ｂ   

家賃差額 ｃ  c=b-a 

家賃差額による 

補助限度額 
ｄ  

ｄ＝ｃ×1/2 

千円未満切り捨て 

補助限度額 ｅ ２５，０００  

交 付 申 請 額 ｆ  ｆ＝ｄ・ｅの小さい額 

 

※高齢者等世帯 

算出項目 金額（円） 備    考 

従前家賃 ａ   

従後家賃 ｂ   

家賃差額 ｃ  c=b-a 

家賃差額による 

補助限度額 
ｄ  

ｄ＝ｃ×2/3 

千円未満切り捨て 

従後家賃による 

補助限度額 
ｅ  

ｅ＝ｂ×1/2 

千円未満切り捨て 

補助限度額 ｆ ３５，０００  

交 付 申 請 額 ｇ  ｇ＝ｄ・ｅ・ｆの小さい額 

 

 

 

 

 

 

 

 



（様式６） 

 

令 和   年   月   日 

 

大阪市長  

 

申請者氏名   

 

 

 

仮 移 転 入 居 者 家 賃 補 助 金 交 付 申 請 書 

 

 大阪市民間老朽住宅建替支援事業従前居住者家賃補助制度補助金交付要綱第５条第１項及び第２項の規定に基づき、

関係書類を添えて下記のとおり補助金の交付申請をします。 

記 

登 録 番 号   

建替事業計画認定日 令 和   年   月   日 建替事業計画承認番号   

交付申請者 

氏名
ふりがな

  TEL  

住所  

補助対象住宅名 

（仮移転入居後） 
 

家主氏名 

（仮移転入居後） 
 

補助金交付申請額 月額               円 

補助金交付申請期間 令和   年   月 ～ 令和   年   月 

仮 移 転 先 家 賃 月額         円 従 前 家 賃 月額         円 

世 帯 所 得 金 額           円 住戸専用の便所・台所 有  無 

仮移転入居年月日 令 和   年   月   日  

 

◎添付書類として、次の書類を提出してください。 

 ・誓約書（別記様式３） 

 ・連帯保証人の印鑑登録証明書 

 ・入居者一覧表（別記様式５） 

 ・仮移転入居後の住民票（入居者全員のもの） 

 ・直近の収入証明書（住民税課税証明書又は所得税納税証明書：入居者全員分） 

・仮移転入居後の賃貸借契約書の写し 

  （注）別途原本照合させていただきます。 

 ・制度利用状況報告及び確認同意書（別記様式 10） 

 ・建替事業計画認定通知書の写し 

 ・その他申請に必要な書類（必要に応じて求める場合があります。） 

 

大 阪 市 記 入 欄 

ＡＡ 密集 一般 高齢等 



 

（様式６－２） 

令 和   年   月   日 

 

大阪市長  

申請者氏名   

 

仮移転入居者家賃補助金交付（更新）申請書 

 

 大阪市民間老朽住宅建替支援事業従前居住者家賃補助制度補助金交付要綱第 11 条第１項の規定に基づき、関係書類

を添えて下記のとおり補助金の交付（更新）申請をします。 

記 

登 録 番 号  
建替事業計画 

承認番号 
 

更新申請者 

氏名   

TEL    

住所   

補助対象住宅名 

（仮移転入居後） 
   

家主氏名 

（仮移転入居後） 
   

世 帯 所 得 金 額           万円 

契 約 内 容 の 変 更 有 ・ 無 （変更内容：                         ） 

補助金交付申請額 月額        円  

補助金交付申請期間 令和   年   月 ～ 令和   年   月 

仮 移 転 先 家 賃 月額        円  

従 前 家 賃 月額        円 仮移転入居年月日 令和  年  月  日 

◎太枠内の記載内容を確認の上、必要事項を記入してください。 

・世帯取得金額については、別記様式８を提出した場合は記入不要です。 

・契約内容の変更の有無については、該当する方に○を付け、有の場合はその内容を右側に記入してください。 

・その他の欄で記載内容に修正がある場合には、右枠内に修正後の内容を記入してください。 

◎添付書類として、次の書類を提出してください。 

 ・入居者一覧表（別記様式５） 

 ・仮移転入居後の住民票（入居者全員のもの）又は住民票取得依頼書（別記様式７） 

 ・前年の収入証明書（住民税課税証明書又は所得税納税証明書：入居者全員分）、課税台帳情報取得依頼書（別記様

式８）又は生活保護受給状況確認依頼書（別記様式９） 

 ・制度利用状況報告及び確認同意書（別記様式 10） 

 ・その他申請に必要な書類（必要に応じて求める場合があります。） 

  （例）仮移転入居後の賃貸借契約書の写し･･･契約内容の変更があった場合提出してもらいます。 

 

 

 

大 阪 市 記 入 欄 

ＡＡ 密集 一般 高齢等 



（様式７） 

 

令 和   年   月   日 

 

大阪市長   

 

申請者氏名   

 

 

 

転 出 入 居 者 家 賃 補 助 金 交 付 申 請 書 

 

 大阪市民間老朽住宅建替支援事業従前居住者家賃補助制度補助金交付要綱第５条第１項、第２項及び第４項の規定

に基づき、関係書類を添えて下記のとおり補助金の交付申請をします。 

記 

登 録 番 号   

建替事業計画認定日 

除却事業交付決定日 
令和   年   月   日 

建替事業計画承認番号 

除却事業計画承認番号 
 

交付申請者 

氏名
ふりがな

  TEL  

住所  

補助対象住宅名 

（転出入居後） 
 

家主氏名 

（転出入居後） 
 

補助金交付申請額 月額               円 

補助金交付申請期間 令和   年   月 ～ 令和   年   月 

転 出 先 家 賃 月額         円 従 前 家 賃 月額         円 

世 帯 所 得 金 額           円 住戸専用の便所・台所 有  無 

転 出 入 居 年 月 日 令和   年   月   日  

 

◎添付書類として、次の書類を提出してください。 

 ・誓約書（別記様式３） 

 ・連帯保証人の印鑑登録証明書 

 ・入居者一覧表（別記様式５） 

 ・転出入居後の住民票（入居者全員のもの） 

 ・直近の収入証明書（住民税課税証明書又は所得税納税証明書：入居者全員分） 

・転出入居後の賃貸借契約書の写し（注）別途原本照合させていただきます。 

 ・制度利用状況報告及び確認同意書（別記様式 10） 

 ・建替事業計画認定通知書又は除却事業交付決定通知の写し 

 ・その他申請に必要な書類（必要に応じて求める場合があります 。） 
大 阪 市 記 入 欄 

ＡＡ 密集 一般 高齢等 



（様式７－２） 

令和   年   月   日 

大阪市長  

申請者氏名   

 

転出入居者家賃補助金交付（更新）申請書 

 

 大阪市民間老朽住宅建替支援事業従前居住者家賃補助制度補助金交付要綱第 11 条第１項の規定に基づき、関係書類を添

えて下記のとおり補助金の交付（更新）申請をします。 

記 

登 録 番 号  
建替事業計画承認番号 

除却事業計画承認番号 
 

更新申請者 

氏名   

TEL    

住所   

補助対象住宅名 

（転出入居後） 
   

家主氏名 

（転出入居後） 
   

世 帯 所 得 金 額           万円 

契 約 内 容 の 変 更 有 ・ 無 （変更内容：                         ） 

補助金交付申請額 月額        円  

補助金交付申請期間 令和   年   月 ～ 令和   年   月 

転 出 先 家 賃 月額        円  

従 前 家 賃 月額        円 転 出 入 居 年 月 日 令和  年  月  日 

◎太枠内の記載内容を確認の上、必要事項を記入してください。 

・世帯取得金額については、別記様式８を提出した場合は記入不要です。 

・契約内容の変更の有無については、該当する方に○を付け、有の場合はその内容を右側に記入してください。 

・その他の欄で記載内容に修正がある場合には、右枠内に修正後の内容を記入してください。 

◎添付書類として、次の書類を提出してください。 

 ・入居者一覧表（別記様式５） 

 ・転出入居後の住民票（入居者全員のもの）又は住民票取得依頼書（別記様式７） 

 ・前年の収入証明書（住民税課税証明書又は所得税納税証明書：入居者全員分）、課税台帳情報取得依頼書（別記様式８）

又は生活保護受給状況確認依頼書（別記様式９） 

 ・制度利用状況報告及び確認同意書（別記様式 10） 

 ・その他申請に必要な書類（必要に応じて求める場合があります。） 

  （例）転出入居後の賃貸借契約書の写し･･･契約内容の変更があった場合提出してもらいます。 

 

 
大 阪 市 記 入 欄 

ＡＡ 密集 一般 高齢等 



（様式８） 

 

大阪市指令都整  第   号 

令 和   年   月   日 

 様 

 

大阪市長  

 

再 入 居 者 家 賃 補 助 金 交 付 決 定 通 知 書 

 

 令和  年  月  日付けの補助金交付申請について、審査の結果、補助金の交付を決定したので、大阪市民間

老朽住宅建替支援事業従前居住者家賃補助制度補助金交付要綱第５条第５項の規定に基づき、下記のとおり通知しま

す。 

 

記 

 

登 録 番 号  
建替事業計画 

承認番号 
 

補助決定対象者 氏名  

補 助 対 象 住 宅 名  家 主 氏 名  

補 助 金 交 付 額 月額               円 

補 助 金 交 付 期 間 令和  年  月 ～ 令和  年  月 

 

（注）・別途送付する請求書により、補助金の請求をしてください。補助金は口座振替方式で支給します。 

・補助金交付を継続して受ける場合は、毎年６月に更新手続きが必要です。更新手続きがない場合及び更新

時における世帯収入が、大阪市の定める基準額を超えたときは当該年の４月分から補助金の受給資格がな

くなります。 

・交付決定内容等（賃貸借契約名義人、連帯保証人等）を変更する場合は、手続きが必要となりますので、

すみやかに当該業務委託先である、大阪市都市整備局 耐震・密集市街地整備 受付窓口へご連絡くださ

い。必要書類を提出していただきます。 

・補助事業が完了したとき又は家賃補助金の受給資格を喪失したときは速やかに、実績報告書を提出してく

ださい。 

・次の事項に該当した場合は補助金の受給資格がなくなりますので、同窓口へその旨届出てください。 

    （１）他の住宅へ転居（住民票等の異動を含む）したとき。 

    （２）他の公的制度による家賃補助を受けたとき。 

    （３）賃貸借契約の名義人を従前居住者以外の者としたとき。 

・補助金交付申請や補助金受領を不正に行っていると判明した場合は、補助金交付決定を取消し、補助金を

返還して頂きます。 

・この決定の内容に不服がある場合は、交付決定後２週間以内に、再入居者家賃補助金交付申請取下げ書（様

式 31）により申請の取下げをすることができます。 

・市長が、補助金の適正な執行を期するため、補助決定者に対して報告を求め、又は本市職員に当該住宅に

立ち入り、帳簿書類等を検査させ、若しくは関係者に対して質問させる必要があると認めたときは、これ

に協力して頂きます。 

・家賃補助事業に係る収支を明らかにした書類、帳簿等（賃貸借契約書、家賃の振込みが確認できる預金通

帳等）は、補助対象事業完了後（継続して行われる場合は各年度終了後）５年間保存しておいてください。



（様式８－２） 

 

大阪市指令都整  第   号 

令和   年   月   日 

 様 

 

大阪市長   

 

再入居者家賃補助金交付（更新）決定通知書 

 

 令和  年  月  日付けの補助金交付申請について、審査の結果、補助金の交付を決定したので、大阪市民間

老朽住宅建替支援事業従前居住者家賃補助制度補助金交付要綱第 11 条第２項の規定に基づき、下記のとおり通知しま

す。 

記 

 

登 録 番 号  
建替事業計画 

承認番号 
 

補助決定対象者 氏名  

補 助 対 象 住 宅 名  家 主 氏 名  

補 助 金 交 付 額 月額               円 

補 助 金 交 付 期 間 令和  年  月 ～ 令和  年  月 

（注）・別途送付する請求書により、補助金の請求をしてください。補助金は口座振替方式で支給します。 

・補助金交付を継続して受ける場合は、毎年６月に更新手続きが必要です。更新手続きがない場合及び更新

時における世帯収入が、大阪市の定める基準額を超えたときは当該年の４月分から補助金の受給資格がな

くなります。 

・交付決定内容等（賃貸借契約名義人、連帯保証人等）を変更する場合は、手続きが必要となりますので、

すみやかに当該業務委託先である、大阪市都市整備局 耐震・密集市街地整備 受付窓口へご連絡くださ

い。必要書類を提出していただきます。 

・補助事業が完了したとき又は家賃補助金の受給資格を喪失したときは速やかに、実績報告書を提出してく

ださい。 

・次の事項に該当した場合は補助金の受給資格がなくなりますので、同窓口へその旨届出てください。 

     （１）他の住宅へ転居（住民票等の異動を含む）したとき。 

     （２）他の公的制度による家賃補助を受けたとき。 

     （３）賃貸借契約の名義人を従前居住者以外の者としたとき。 

・補助金交付申請や補助金受領を不正に行っていると判明した場合は、補助金交付決定を取消し、補助金

を返還して頂きます。 

・この決定の内容に不服がある場合は、交付決定後２週間以内に、再入居者家賃補助金交付申請取下げ書

（様式 31）により申請の取下げをすることができます。 

・市長が、補助金の適正な執行を期するため、補助決定者に対して報告を求め、又は本市職員に当該住宅

に立ち入り、帳簿書類等を検査させ、若しくは関係者に対して質問させる必要があると認めたときは、こ

れに協力して頂きます。 

・家賃補助事業に係る収支を明らかにした書類、帳簿等（賃貸借契約書、家賃の振込みが確認できる預金

通帳等）は、補助対象事業完了後（継続して行われる場合は各年度終了後）５年間保存しておいてくださ

い。 

 



（様式９） 

 

大阪市指令都整  第   号 

令 和   年   月   日 

 様 

 

 

大阪市長   

 

 

仮 移 転 入 居 者 家 賃 補 助 金 交 付 決 定 通 知 書 

 

 令和  年  月  日付けの補助金交付申請について、審査の結果、補助金の交付を決定したので、大阪市民間

老朽住宅建替支援事業従前居住者家賃補助制度補助金交付要綱第５条第５項の規定に基づき、下記のとおり通知しま

す。 

 

記 

 

登 録 番 号  
建替事業計画 

承認番号 
 

補助決定対象者 氏名  

補 助 対 象 住 宅 名  家 主 氏 名  

補 助 金 交 付 額 月額               円 

補 助 金 交 付 期 間 令和  年  月 ～ 令和  年  月 

 

（注）・別途送付する請求書により、補助金の請求をしてください。補助金は口座振替方式で支給します。 

・補助金交付を継続して受ける場合は、毎年６月に更新手続きが必要です。更新手続きがない場合及び更新

時における世帯収入が、大阪市の定める基準額を超えたときは当該年の４月分から補助金の受給資格がな

くなります。 

・交付決定内容等（賃貸借契約名義人、連帯保証人等）を変更する場合は、手続きが必要となりますので、

すみやかに当該業務委託先である、大阪市都市整備局 耐震・密集市街地整備 受付窓口へご連絡くださ

い。必要書類を提出していただきます。 

・補助事業が完了したとき又は家賃補助金の受給資格を喪失したときは速やかに、実績報告書を提出してく

ださい。 

・次の事項に該当した場合は補助金の受給資格がなくなりますので、同窓口へその旨届出てください。 

     （１）市外の住宅へ転居（住民票等の異動を含む）したとき。 

     （２）他の公的制度による家賃補助を受けたとき。 

     （３）賃貸借契約の名義人を従前居住者以外の者としたとき。 

・補助金交付申請や補助金受領を不正に行っていると判明した場合は、補助金交付決定を取消し、補助金を

返還して頂きます。 

・この決定の内容に不服がある場合は、交付決定後２週間以内に、仮移転入居者家賃補助金交付申請取下げ

書（様式 32）により申請の取下げをすることができます。 

・市長が、補助金の適正な執行を期するため、補助決定者に対して報告を求め、又は本市職員に当該住宅に

立ち入り、帳簿書類等を検査させ、若しくは関係者に対して質問させる必要があると認めたときは、これ

に協力して頂きます。 

・家賃補助事業に係る収支を明らかにした書類、帳簿等（賃貸借契約書、家賃の振込みが確認できる預金通

帳等）は、補助対象事業完了後（継続して行われる場合は各年度終了後）５年間保存しておいてください。 



（様式９－２） 

 

大阪市指令都整  第   号 

令 和   年   月   日 

 様 

 

 

大阪市長   

 

 

仮移転入居者家賃補助金交付（更新）決定通知書  

 

 令和  年  月  日付けの補助金交付申請について、審査の結果、補助金の交付を決定したので、大阪市民間

老朽住宅建替支援事業従前居住者家賃補助制度補助金交付要綱第 11 条第２項の規定に基づき、下記のとおり通知しま

す。 

 

記 

 

登 録 番 号  
建替事業計画 

承認番号 
 

補助決定対象者 氏名  

補 助 対 象 住 宅 名  家 主 氏 名  

補 助 金 交 付 額 月額               円 

補 助 金 交 付 期 間 令和  年  月 ～ 令和  年  月 

 

（注）・別途送付する請求書により、補助金の請求をしてください。補助金は口座振替方式で支給します。 

・補助金交付を継続して受ける場合は、毎年６月に更新手続きが必要です。更新手続きがない場合及び更新

時における世帯収入が、大阪市の定める基準額を超えたときは当該年の４月分から補助金の受給資格がな

くなります。 

・交付決定内容等（賃貸借契約名義人、連帯保証人等）を変更する場合は、手続きが必要となりますので、

すみやかに当該業務委託先である、大阪市都市整備局 耐震・密集市街地整備 受付窓口へご連絡くださ

い。必要書類を提出していただきます。 

・補助事業が完了したとき又は家賃補助金の受給資格を喪失したときは速やかに、実績報告書を提出してく

ださい。 

・次の事項に該当した場合は補助金の受給資格がなくなりますので、同窓口へその旨届出てください。 

     （１）市外の住宅へ転居（住民票等の異動を含む）したとき。 

     （２）他の公的制度による家賃補助を受けたとき。 

     （３）賃貸借契約の名義人を従前居住者以外の者としたとき。 

・補助金交付申請や補助金受領を不正に行っていると判明した場合は、補助金交付決定を取消し、補助金を

返還して頂きます。 

・この決定の内容に不服がある場合は、交付決定後２週間以内に、仮移転入居者家賃補助金交付申請取下げ

書（様式 32）により申請の取下げをすることができます。 

・市長が、補助金の適正な執行を期するため、補助決定者に対して報告を求め、又は本市職員に当該住宅に

立ち入り、帳簿書類等を検査させ、若しくは関係者に対して質問させる必要があると認めたときは、これ

に協力して頂きます。 

・家賃補助事業に係る収支を明らかにした書類、帳簿等（賃貸借契約書、家賃の振込みが確認できる預金通

帳等）は、補助対象事業完了後（継続して行われる場合は各年度終了後）５年間保存しておいてください。 



（様式 10） 

 

大阪市指令都整  第   号 

令和   年   月   日 

 様 

 

 

大阪市長   

 

 

転 出 入 居 者 家 賃 補 助 金 交 付 決 定 通 知 書 

 

 令和  年  月  日付けの補助金交付申請について、審査の結果、補助金の交付を決定したので、大阪市民間

老朽住宅建替支援事業従前居住者家賃補助制度補助金交付要綱第５条第５項の規定に基づき、下記のとおり通知しま

す。 

 

記 

 

登 録 番 号  
建替事業計画承認番号 

除却事業計画承認番号 
 

補助決定対象者 氏名  

補 助 対 象 住 宅 名  家 主 氏 名  

補 助 金 交 付 額 月額               円 

補 助 金 交 付 期 間 令和  年  月 ～ 令和  年  月 

 

（注）・別途送付する請求書により、補助金の請求をしてください。補助金は口座振替方式で支給します。 

・補助金交付を継続して受ける場合は、毎年６月に更新手続きが必要です。更新手続きがない場合及び更新

時における世帯収入が、大阪市の定める基準額を超えたときは当該年の４月分から補助金の受給資格がな

くなります。 

・交付決定内容等（賃貸借契約名義人、連帯保証人等）を変更する場合は、手続きが必要となりますので、

すみやかに当該業務委託先である、大阪市都市整備局 耐震・密集市街地整備 受付窓口へご連絡くださ

い。必要書類を提出していただきます。 

・補助事業が完了したとき又は家賃補助金の受給資格を喪失したときは速やかに、実績報告書を提出してく

ださい。 

・次の事項に該当した場合は補助金の受給資格がなくなりますので、同窓口へその旨届出てください。 

     （１）市外の住宅へ転居（住民票等の異動を含む）したとき。 

     （２）他の公的制度による家賃補助を受けたとき。 

     （３）賃貸借契約の名義人を従前居住者以外の者としたとき。 

・補助金交付申請や補助金受領を不正に行っていると判明した場合は、補助金交付決定を取消し、補助金を

返還して頂きます。 

・この決定の内容に不服がある場合は、交付決定後２週間以内に、転出入居者家賃補助金交付申請取下げ書

（様式 33）により申請の取下げをすることができます。 

・市長が、補助金の適正な執行を期するため、補助決定者に対して報告を求め、又は本市職員に当該住宅に

立ち入り、帳簿書類等を検査させ、若しくは関係者に対して質問させる必要があると認めたときは、これ

に協力して頂きます。 

・家賃補助事業に係る収支を明らかにした書類、帳簿等（賃貸借契約書、家賃の振込みが確認できる預金通

帳等）は、補助対象事業完了後（継続して行われる場合は各年度終了後）５年間保存しておいてください。 



（様式 10－２） 

 

大阪市指令都整  第   号 

令 和   年   月   日 

 様 

 

 

大阪市長   

 

 

転出入居者家賃補助金交付（更新）決定通知書 

 

 令和  年  月  日付けの補助金交付申請について、審査の結果、補助金の交付を決定したので、大阪市民間

老朽住宅建替支援事業従前居住者家賃補助制度補助金交付要綱第 11 条第２項の規定に基づき、下記のとおり通知しま

す。 

 

記 

 

登 録 番 号  
建替事業計画承認番号 

除却事業計画承認番号 
 

補助決定対象者 氏名  

補 助 対 象 住 宅 名  家 主 氏 名  

補 助 金 交 付 額 月額               円 

補 助 金 交 付 期 間 令和  年  月 ～ 令和  年  月 

 

（注）・別途送付する請求書により、補助金の請求をしてください。補助金は口座振替方式で支給します。 

・補助金交付を継続して受ける場合は、毎年６月に更新手続きが必要です。更新手続きがない場合及び更新時に

おける世帯収入が、大阪市の定める基準額を超えたときは当該年の４月分から補助金の受給資格がなくなりま

す。 

・交付決定内容等（賃貸借契約名義人、連帯保証人等）を変更する場合は、手続きが必要となりますので、すみ

やかに当該業務委託先である、大阪市都市整備局 耐震・密集市街地整備 受付窓口へご連絡ください。必要

書類を提出していただきます。 

・補助事業が完了したとき又は家賃補助金の受給資格を喪失したときは速やかに、実績報告書を提出してくださ

い。 

・次の事項に該当した場合は補助金の受給資格がなくなりますので、同窓口へその旨届出てください。 

   （１）市外の住宅へ転居（住民票等の異動を含む）したとき。 

   （２）他の公的制度による家賃補助を受けたとき。 

   （３）賃貸借契約の名義人を従前居住者以外の者としたとき。 

・補助金交付申請や補助金受領を不正に行っていると判明した場合は、補助金交付決定を取消し、補助金を返

還して頂きます。 

・この決定の内容に不服がある場合は、交付決定後２週間以内に、転出入居者家賃補助金交付申請取下げ書（様

式 33）により申請の取下げをすることができます。 

・市長が、補助金の適正な執行を期するため、補助決定者に対して報告を求め、又は本市職員に当該住宅に立

ち入り、帳簿書類等を検査させ、若しくは関係者に対して質問させる必要があると認めたときは、これに協

力して頂きます。 

・家賃補助事業に係る収支を明らかにした書類、帳簿等（賃貸借契約書、家賃の振込みが確認できる預金通帳

等）は、補助対象事業完了後（継続して行われる場合は各年度終了後）５年間保存しておいてください。 



（様式 11） 

令 和   年   月   日 

大阪市長   

 

申請者氏名  

 

 

再入居者から転出入居者への登録変更申請書 

 

 大阪市民間老朽住宅建替支援事業従前居住者家賃補助制度補助金交付要綱第４条第２項の規定に基づき、関係書類

を添えて下記のとおり、再入居者から転出入居者への変更登録申請をします。 

 なお、既に仮移転入居者交付決定通知書を受理している場合、登録変更後の仮移転家賃補助金交付決定事項は無効

になることを了承します。 

 

記 

登録変更 

申 請 者 

登録番号   

氏 名
ふ り が な

  

変更後の 

住  居 

住 所 大阪市 

電 話 番 号 TEL ０６－    －     

家 主 氏 名  

入居年月日 令 和   年   月   日 

家 賃 月額               円 

事 前 協 議 日 令 和  年   月   日  

建 替 事 業 計 画 認 定 日 令和   年   月   日 
承認 

番号 
 

世 帯 収 入 年額               円 

登 録 変 更 理 由  

 

◎ 添付書類として、次の書類のうち登録申請時から内容に変更のある書類を提出してください。 

  ・入居者一覧表（別記様式４） 

  ・住民票（入居者全員のもの） 

  ・その他申請に必要な書類（必要に応じて求める場合があります。） 

（注）再入居を既に開始した申請者は、登録変更をすることはできません。 

 

 

 

 

大 阪 市 記 入 欄 

ＡＡ 密集 一般 高齢等 



（様式 12） 

 

大 都 整   第    号 

令和   年   月   日 

 様 

 

 

大阪市長  

 

 

再入居者から転出入居者への登録変更通知書 

 

 令和  年  月  日付けの再入居者から転出入居者への登録変更申請については、審査の結果、変更登録しま

したので大阪市民間老朽住宅建替支援事業従前居住者家賃補助制度補助金交付要綱第４条第３項の規定に基づき下記

のとおり通知します。 

 なお、仮移転入居者家賃補助金交付決定通知書を受け、現在、仮移転入居者家賃補助金の交付を受けている場合は、

この通知書の通知日が月の初日である場合は当月以降、月の２日目以降であるときは翌月以降の仮移転入居者家賃補

助金交付決定事項は無効となりますので併せて通知します。 

 

記 

 

登 録 番 号  

登録変更申請受理日 令 和   年   月   日 

登録申請者 氏名  

 

 

◎ 転出入居者家賃補助金交付申請をされる場合は、手続きが必要となりますので、すみやかに当該業務委託先であ

る、大阪市都市整備局 耐震・密集市街地整備 受付窓口までご連絡ください。必要書類を提出していただきま

す。 

（注）・建替事業計画認定通知日から１ヵ月以内に交付申請してください。ただし、転出入居が認定通知日以降の場合

は、転出入居後１ヵ月以内に交付申請してください。（期間内に交付申請しない場合は受給資格がなくなり、

今後一切家賃補助を受けることができなくなります。ただし、都市整備局長が正当な理由として認めた場合を

除きます。） 

・便所、台所の設備が専用である、市内の民間賃貸住宅へ入居すること。 

・転出入居時の世帯収入額が大阪市の定める基準額以下であること。超えている場合は、登録申請が受理されて

いても補助は受けられません。 

・転出入居期間中に他の公的制度（新婚世帯向け家賃補助制度等）による家賃補助を受けていないこと。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



（様式 13） 

 

令 和   年   月   日 

大阪市長   

 

申請者氏名   

 

再 入 居 者 家 賃 補 助 金 交 付 変 更 申 請 書 

 

 大阪市民間老朽住宅建替支援事業従前居住者家賃補助制度補助金交付要綱第６条第１項の規定に基づき、関係書類

を添えて下記のとおり補助金の交付変更を申請いたします。 

記 

登録番号  交付決定番号 令和  年  月  日 大阪市指令都整  第   号 

補助決定 

対 象 者 

変更後 

住 所 

氏 名 

変更前 

住 所 

氏 名 

補助対象住宅名 （変更後）    （変更前） 

家 主 氏 名 （変更後）        （変更前）            

家 賃 月 額 （変更後）       円  （変更前）         円 

補助金交付期間・月額 
（変更後）        円  令和  年  月 ～ 令和  年  月  

（変更前）        円  令和  年  月 ～ 令和  年  月  

保証人 

変更後 

住 所 

氏 名 

変更前 

住 所 

氏 名 

変 更 理 由  

◎ 添付書類として下記のうち変更内容を証する書類を提出してください。 

・誓約書（補助決定対象者を変更する場合）（別記様式３） 

・連帯保証人の印鑑登録証明書（補助決定対象者を変更する場合） 

・入居者一覧表（別記様式５） 

・住民票（入居者全員のもの） 

・変更後の賃貸借契約書（写し） 

・その他変更申請に必要な書類（必要に応じて求める場合があります。） 

（注）・補助決定対象者を変更する場合は、従来の補助決定対象者がその旨を同意したことの承認印をもらってくださ

い（本人死亡の場合は不要）。また、新たに誓約書を提出してください。 

・補助決定対象者を従前居住者以外の者とする変更や、補助期間中における一般世帯から高齢者等世帯への区分

変更は認めない。 



（様式 14） 

 

令 和   年   月   日 

大阪市長 

 

申請者氏名   

 

仮 移 転 入 居 者 家 賃 補 助 金 交 付 変 更 申 請 書 

 

 大阪市民間老朽住宅建替支援事業従前居住者家賃補助制度補助金交付要綱第６条第１項の規定に基づき、関係書類

を添えて下記のとおり補助金の交付変更を申請いたします。 

記 

登録番号  交付決定番号 令和  年  月  日 大阪市指令都整  第   号 

補助決定 

対 象 者 

変更後 

住 所 

氏 名 

変更前 

住 所 

氏 名 

補助対象住宅名 （変更後）    （変更前） 

家 主 氏 名 （変更後）        （変更前）            

家 賃 月 額 （変更後）       円  （変更前）         円 

補助金交付期間・月額 
（変更後）        円  令和  年  月 ～ 令和  年  月  

（変更前）        円  令和  年  月 ～ 令和  年  月  

保証人 

変更後 

住 所 

氏 名 

変更前 

住 所 

氏 名 

変 更 理 由  

◎ 添付書類として下記のうち変更内容を証する書類を提出してください。 

   ・誓約書（補助決定対象者を変更する場合）（別記様式３） 

   ・連帯保証人の印鑑登録証明書（補助決定対象者を変更する場合） 

   ・入居者一覧表（別記様式５） 

   ・住民票（入居者全員のもの） 

   ・変更後の賃貸借契約書（写し） 

   ・その他変更申請に必要な書類（必要に応じて求める場合があります。） 

（注）・補助決定対象者を変更する場合は、従来の補助決定対象者がその旨を同意したことの承認印をもらってくださ

い（本人死亡の場合は不要）。また、新たに誓約書を提出してください。 

・補助決定対象者を従前居住者以外の者とする変更や、補助期間中における一般世帯から高齢者等世帯への区分

変更は認めない。 



（様式 15） 

 

令 和   年   月   日 

大阪市長  

 

申請者氏名   

 

転 出 入 居 者 家 賃 補 助 金 交 付 変 更 申 請 書 

 

 大阪市民間老朽住宅建替支援事業従前居住者家賃補助制度補助金交付要綱第６条第１項の規定に基づき、関係書類

を添えて下記のとおり補助金の交付変更を申請いたします。 

記 

登録番号  交付決定番号 令和  年  月  日 大阪市指令都整  第   号 

補助決定 

対 象 者 

変更後 

住 所 

氏 名 

変更前 

住 所 

氏 名 

補助対象住宅名 （変更後）    （変更前） 

家 主 氏 名 （変更後）        （変更前）            

家 賃 月 額 （変更後）       円  （変更前）         円 

補助金交付期間・月額 
（変更後）        円  令和  年  月 ～ 令和  年  月  

（変更前）        円  令和  年  月 ～ 令和  年  月  

保証人 

変更後 

住 所 

氏 名 

変更前 

住 所 

氏 名 

変 更 理 由  

◎ 添付書類として下記のうち変更内容を証する書類を提出してください。 

・誓約書（補助決定対象者を変更する場合）（別記様式３） 

・連帯保証人の印鑑登録証明書（補助決定対象者を変更する場合） 

・入居者一覧表（別記様式５） 

・住民票（入居者全員のもの） 

・変更後の賃貸借契約書（写し） 

・その他変更申請に必要な書類（必要に応じて求める場合があります。） 

（注）・補助決定対象者を変更する場合は、従来の補助決定対象者がその旨を同意したことの承認印をもらってくださ

い（本人死亡の場合は不要）。また、新たに誓約書を提出してください。 

・補助決定対象者を従前居住者以外の者とする変更や、補助期間中における一般世帯から高齢者等世帯への区分変更

は認めない。



（様式 16） 

 

大阪市指令都整  第   号 

令 和   年   月   日 

 様 

 

 

大阪市長   

 

 

再 入 居 者 家 賃 補 助 金 交 付 決 定 変 更 通 知 書 

 

 令和  年  月  日付けの補助金交付変更申請について、審査の結果補助金交付決定を変更したので、大阪市

民間老朽住宅建替支援事業従前居住者家賃補助制度補助金交付要綱第６条第３項の規定に基づき、下記のとおり通知

します。 

記 

登 録 番 号  

補助決定 

対 象 者 

変更後 

住 所 

氏 名 

変更前 

住 所 

氏 名 

補助対象住宅名 （変更後）    （変更前） 

家 主 氏 名 （変更後）           （変更前）            

家 賃 月 額 （変更後）    （変更前） 

補助金交付期間・月額 
（変更後）        円  令和  年  月 ～ 令和  年  月  

（変更前）        円  令和  年  月 ～ 令和  年  月  

保 証 人 

変更後 

住 所 

氏 名 

変更前 

住 所 

氏 名 

（注）・補助金交付を継続して受ける場合は、毎年更新手続きが必要です。更新手続きがない場合及び更新時における

世帯収入が、大阪市の定める基準額を超えたときは当該年の４月から補助金の受給資格がなくなります。 

・補助事業が完了したとき又は家賃補助金の受給資格を喪失したときは速やかに、実績報告書を提出してくださ

い。 

・次の事項に該当した場合は補助金の受給資格がなくなりますので、大阪市へその旨を届出てください。 

   （１）他の住宅へ転居（住民票等の異動を含む）したとき。 

   （２）他の公的制度による家賃補助を受けたとき。 

   （３）賃貸借契約の名義人を従前居住者以外の者としたとき。 



（様式 17） 

 

大阪市指令都整  第   号 

令 和   年   月   日 

 様 

 

 

大阪市長 

 

 

仮移転入居者家賃補助金交付決定変更通知書 

 

 令和  年  月  日付けの補助金交付変更申請について、審査の結果補助金交付決定を変更したので、大阪市

民間老朽住宅建替支援事業従前居住者家賃補助制度補助金交付要綱第６条第３項の規定に基づき、下記のとおり通知

します。 

記 

登 録 番 号  

補助決定 

対 象 者 

変更後 

住 所 

氏 名 

変更前 

住 所 

氏 名 

補助対象住宅名 （変更後）    （変更前） 

家 主 氏 名 （変更後）           （変更前）            

家 賃 月 額 （変更後）    （変更前） 

補助金交付期間・月額 
（変更後）        円  令和  年  月 ～ 令和  年  月  

（変更前）        円  令和  年  月 ～ 令和  年  月  

保 証 人 

変更後 

住 所 

氏 名 

変更前 

住 所 

氏 名 

（注）・補助金交付を継続して受ける場合は、毎年更新手続きが必要です。更新手続きがない場合及び更新時における

世帯収入が、大阪市の定める基準額を超えたときは当該年の４月から補助金の受給資格がなくなります。 

・補助事業が完了したとき又は家賃補助金の受給資格を喪失したときは速やかに、実績報告書を提出してくださ

い。 

・次の事項に該当した場合は補助金の受給資格がなくなりますので、大阪市へその旨を届出てください。 

   （１）市外の住宅へ転居（住民票等の異動を含む）したとき。 

   （２）他の公的制度による家賃補助を受けたとき。 

   （３）賃貸借契約の名義人を従前居住者以外の者としたとき。 



（様式 18） 

 

大阪市指令都整  第   号 

令 和   年   月   日 

 様 

 

 

大阪市長   

 

 

転出入居者家賃補助金交付決定変更通知書 

 

 令和  年  月  日付けの補助金交付変更申請について、審査の結果補助金交付決定を変更したので、大阪市

民間老朽住宅建替支援事業従前居住者家賃補助制度補助金交付要綱第６条第３項の規定に基づき、下記のとおり通知

します。 

記 

登 録 番 号  

補助決定 

対 象 者 

変更後 

住 所 

氏 名 

変更前 

住 所 

氏 名 

補助対象住宅名 （変更後）    （変更前） 

家 主 氏 名 （変更後）           （変更前）            

家 賃 月 額 （変更後）    （変更前） 

補助金交付期間・月額 
（変更後）        円  令和  年  月 ～ 令和  年  月  

（変更前）        円  令和  年  月 ～ 令和  年  月  

保 証 人 

変更後 

住 所 

氏 名 

変更前 

住 所 

氏 名 

（注）・補助金交付を継続して受ける場合は、毎年更新手続きが必要です。更新手続きがない場合及び更新時における

世帯収入が、大阪市の定める基準額を超えたときは当該年の４月から補助金の受給資格がなくなります。 

・補助事業が完了したとき又は家賃補助金の受給資格を喪失したときは速やかに、実績報告書を提出してくださ

い。 

・次の事項に該当した場合は補助金の受給資格がなくなりますので、大阪市へその旨を届出てください。 

   （１）市外の住宅へ転居（住民票等の異動を含む）したとき。 

   （２）他の公的制度による家賃補助を受けたとき。 

   （３）賃貸借契約の名義人を従前居住者以外の者としたとき。 



（様式 19） 

 

令 和   年   月   日 

 

 

大阪市長  

 

 

申請者氏名   

 

 

 

再 入 居 者 家 賃 補 助 金 受 給 資 格 喪 失 届 出 書 

 

 

 大阪市民間老朽住宅建替支援事業従前居住者家賃補助制度について、家賃補助金の受給資格を喪失したので、下記

のとおり届出ます。 

 

記 

 

交 付 決 定 番 号 

（今年度の交付決定を受けている場合、記入） 
大阪市指令都整  第  号 登 録 番 号  

補助決定対象者 

氏  名  

住  所 

（転居前） 
 

住  所 

（転居後） 
 

資格喪失事由発生年月 令 和  年   月 

資 格 喪 失 理 由  

 

◎ 添付書類として、下記のうち該当する書類を提出してください。 

  ・転居後の住民票（入居者全員のもの） 

  ・市営住宅使用承諾書の写し、市営住宅入居承認通知書の写し、大阪市市営住宅居住証明願のいずれか一つ（市

営住宅へ転居した場合に提出してください。） 

  ・その他資格喪失届に必要な書類（必要に応じて求める場合があります。） 

 



（様式 20） 

 

令 和   年   月   日 

 

 

大阪市長   

 

 

申請者氏名   

 

 

 

仮移転入居者家賃補助金受給資格喪失届出書 

 

 

 大阪市民間老朽住宅建替支援事業従前居住者家賃補助制度について、家賃補助金の受給資格を喪失したので、下記

のとおり届出ます。 

 

記 

 

交 付 決 定 番 号 

（今年度の交付決定を受けている場合、記入） 
大阪市指令都整  第  号 登 録 番 号  

補助決定対象者 

氏  名  

住  所 

（転居前） 
 

住  所 

（転居後） 
 

資格喪失事由発生年月 令 和   年   月 

資 格 喪 失 理 由  

 

◎ 添付書類として、下記のうち該当する書類を提出してください。 

・転居後の住民票（入居者全員のもの） 

  ・市営住宅使用承諾書の写し、市営住宅入居承認通知書の写し、大阪市市営住宅居住証明願のいずれか一つ（市

営住宅へ転居した場合に提出してください。） 

  ・その他資格喪失届に必要な書類（必要に応じて求める場合があります。）



 

（様式 21） 

 

令 和   年   月   日 

 

 

大阪市長  

 

 

申請者氏名  

 

 

 

転出入居者家賃補助金受給資格喪失届出書 

 

 

 大阪市民間老朽住宅建替支援事業従前居住者家賃補助制度について、家賃補助金の受給資格を喪失したので、下記

のとおり届出ます。 

 

記 

 

交 付 決 定 番 号 

（今年度の交付決定を受けている場合、記入） 
大阪市指令都整  第  号 登 録 番 号  

補助決定対象者 

氏  名  

住  所 

（転居前） 
 

住  所 

（転居後） 
 

資格喪失事由発生年月 令 和   年   月 

資 格 喪 失 理 由  

 

◎ 添付書類として、下記のうち該当する書類を提出してください。 

・転居後の住民票（入居者全員のもの） 

  ・市営住宅使用承諾書の写し、市営住宅入居承認通知書の写し、大阪市市営住宅居住証明願のいずれか一つ（市

営住宅へ転居した場合に提出してください。） 

  ・その他資格喪失届に必要な書類（必要に応じて求める場合があります。） 



（様式 22） 

 

大阪市指令都整  第   号 

令 和   年   月   日 

 

 

        様 

 

 

大阪市長  

 

 

再 入 居 者 家 賃 補 助 金 交 付 決 定 取 消 通 知 書 

 

 

 あなたは、家賃補助金の受給資格を喪失したので、大阪市民間老朽住宅建替支援事業従前居住者家賃補助制度補助

金交付要綱第 13 条第２項の規定に基づき、下記のとおり家賃補助金交付決定を取り消したことを通知します。 

 

記 

 

交 付 決 定 番 号 大阪市指令都整  第  号 交 付 決 定 日 令和  年  月  日 

登 録 番 号  

補助対象者 氏名  

資 格 喪 失 事 由 

発 生 年 月 
令 和   年   月 

交付決定取消理由  

取 消 補 助 金 令和  年  月分以降の補助金 

 

（注）速やかに実績報告書を提出してください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



（様式 23） 

 

大阪市指令都整  第   号 

令 和   年   月   日 

 

 

 様 

 

 

大阪市長   

 

 

仮移転入居者家賃補助金交付決定取消通知書 

 

 

 あなたは、家賃補助金の受給資格を喪失したので、大阪市民間老朽住宅建替支援事業従前居住者家賃補助制度補助

金交付要綱第 13 条第２項の規定に基づき、下記のとおり家賃補助金交付決定を取り消したことを通知します。 

 

記 

 

交 付 決 定 番 号 大阪市指令都整  第  号 交 付 決 定 日 令和  年  月  日 

登 録 番 号  

補助決定対象者 氏名  

資 格 喪 失 事 由 

発 生 年 月 
令 和   年   月 

交付決定取消理由  

取 消 補 助 金 令和  年  月分以降の補助金 

 

（注）速やかに実績報告書を提出してください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



（様式 24） 

 

大阪市指令都整  第   号 

令 和   年   月   日 

 

 

 様 

 

 

大阪市長   

 

 

転出入居者家賃補助金交付決定取消通知書 

 

 

 あなたは、家賃補助金の受給資格を喪失したので、大阪市民間老朽住宅建替支援事業従前居住者家賃補助制度補助

金交付要綱第 13 条第２項の規定に基づき、下記のとおり家賃補助金交付決定を取り消したことを通知します。 

 

記 

 

交 付 決 定 番 号 大阪市指令都整  第  号 交 付 決 定 日 令和  年  月  日 

登 録 番 号  

補助決定対象者 氏名  

資 格 喪 失 事 由 

発 生 年 月 
令 和   年   月 

交付決定取消理由  

取 消 補 助 金 令和  年  月分以降の補助金 

 

（注）速やかに実績報告書を提出してください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



（様式 25） 

 

大阪市指令都整  第   号 

令 和  年   月   日 

 

 

 様 

 

 

大阪市長   

 

 

再入居者家賃補助金交付決定取消兼補助金返還命令書 

 

 

 令和  年  月  日付け大阪市指令都整  第  号で交付決定した標記の補助金については、不正申請・受

給又は今年度の収入基準を満たしていないことが明らかとなったので、大阪市民間老朽住宅建替支援事業従前居住者

家賃補助制度補助金交付要綱第 14 条第１項の規定に基づき、下記のとおり家賃補助金交付決定を取り消し、既受給分

の返還を命じます。 

 

記 

 

交 付 決 定 番 号 大阪市指令都整  第  号 交 付 年 月 日 令和  年  月  日 

登 録 番 号  補助対象住宅名  

補助決定対象者 氏名  

交付決定取消年月日 令和  年   月   日 

返 済 対 象 期 間 令和  年  月分 ～ 令和  年  月分 

交付決定取消理由  

補 助 金 返 済 期 限 令和  年   月   日 

 

（注）補助金の返還は、大阪市指定の納付書（同封）により行うこと。 

 

 

 

 

 

 

 

 



（様式 26） 

 

大阪市指令都整  第   号 

令 和  年   月   日 

 

 

 

       様 

 

 

大阪市長   

 

 

仮移転入居者家賃補助金交付決定取消兼補助金返還命令書 

 

 

 令和  年  月  日付け大阪市指令都整  第  号で交付決定した標記の補助金については、不正申請・受

給又は今年度の収入基準を満たしていないことが明らかとなったので、大阪市民間老朽住宅建替支援事業従前居住者

家賃補助制度補助金交付要綱第 14 条第１項の規定に基づき、下記のとおり家賃補助金交付決定を取り消し、既受給分

の返還を命じます。 

 

記 

 

交 付 決 定 番 号 大阪市指令都整  第  号 交 付 年 月 日 令和  年  月  日 

登 録 番 号  補助対象住宅名  

補助決定対象者 氏名  

交付決定取消年月日 令和  年   月   日 

返 済 対 象 期 間 令和  年  月分 ～ 令和  年  月分 

交付決定取消理由  

補 助 金 返 済 期 限 令和  年   月   日 

 

（注）補助金の返還は、大阪市指定の納付書（同封）により行うこと。



（様式 27） 

 

大阪市指令都整  第   号 

令和   年   月   日  

 

 

      様 

 

 

大阪市長   

 

 

転出入居者家賃補助金交付決定取消兼補助金返還命令書 

 

 

 令和  年  月  日付け大阪市指令都整  第  号で交付決定した標記の補助金については、不正申請・受

給又は今年度の収入基準を満たしていないことが明らかとなったので、大阪市民間老朽住宅建替支援事業従前居住者

家賃補助制度補助金交付要綱第 14 条第１項の規定に基づき、下記のとおり家賃補助金交付決定を取り消し、既受給分

の返還を命じます。 

 

記 

 

交 付 決 定 番 号 大阪市指令都整  第  号 交 付 年 月 日 令和  年  月  日 

登 録 番 号  補助対象住宅名  

補助決定対象者 氏名  

交付決定取消年月日 令和  年   月   日 

返 済 対 象 期 間 令和  年  月分 ～ 令和  年  月分 

交付決定取消理由  

補 助 金 返 済 期 限 令 和  年   月   日 

 

（注）補助金の返還は、大阪市指定の納付書（同封）により行うこと。 



（様式 28） 

大 都 整   第    号 

令和   年   月   日 

 様 

 

 

大阪市長   

 

 

再 入 居 者 家 賃 補 助 金 不 交 付 決 定 通 知 書 

 

 令和  年  月  日付けの補助金交付申請について、審査の結果、下記の理由により補助金を交付しないこと

を決定したので、大阪市民間老朽住宅建替支援事業従前居住者家賃補助制度補助金交付要綱第５条第７項の規定に基

づき、通知します。 

 

記 

 

登 録 番 号  
建設費補助 

承認・認定番号 
 

交 付 申 請 者 氏 名  

交 付 申 請 住 宅 名  家 主 氏 名  

交 付 申 請 額 月額               円 

交 付 申 請 期 間 令和  年  月 ～ 令和  年  月 

不 交 付 決 定 理 由  



（様式 29） 

 

大 都 整   第    号 

令和   年   月   日 

様 

 

 

大阪市長   

 

 

仮移転入居者家賃補助金不交付決定通知書 

 

 令和  年  月  日付けの補助金交付申請について、審査の結果、下記の理由により補助金を交付しないこと

を決定したので、大阪市民間老朽住宅建替支援事業従前居住者家賃補助制度補助金交付要綱第５条第７項の規定に基

づき、通知します。 

 

記 

 

登 録 番 号  
建設費補助 

承認・認定番号 
 

交 付 申 請 者 氏 名  

交 付 申 請 住 宅 名  家 主 氏 名  

交 付 申 請 額 月額               円 

交 付 申 請 期 間 令和  年  月 ～ 令和  年  月 

不 交 付 決 定 理 由  



（様式 30） 

 

大 都 整   第    号 

令和   年   月   日 

 様 

 

 

大阪市長  

 

 

転 出 入 居 者 家 賃 補 助 金 不 交 付 決 定 通 知 書 

 

 令和  年  月  日付けの補助金交付申請について、審査の結果、下記の理由により補助金を交付しないこと

を決定したので、大阪市民間老朽住宅建替支援事業従前居住者家賃補助制度補助金交付要綱第５条第７項の規定に基

づき、通知します。 

 

記 

 

登 録 番 号  
建設費補助 

承認・認定番号 
 

交 付 申 請 者 氏 名  

交 付 申 請 住 宅 名  家 主 氏 名  

交 付 申 請 額 月額               円 

交 付 申 請 期 間 令和  年  月 ～ 令和  年  月 

不 交 付 決 定 理 由  

 



（様式 31） 

 

令和   年   月   日 

 

 

大阪市長  

 

 

申請者氏名   

 

 

 

再 入 居 者 家 賃 補 助 金 交 付 申 請 取 下 書 

 

 

 令和  年  月  日付けで交付決定を受けた家賃補助金について、大阪市民間老朽住宅建替支援事業従前居住

者家賃補助制度補助金交付要綱第５条第８項の規定に基づき、下記の理由により補助金交付の取下げを申請します。 

 

記 

 

交 付 決 定 番 号 大阪市指令都整  第  号 登 録 番 号  

補助決定対象者 

住  所  

氏  名  

補 助 予 定 金 額 月額          円 

交付決定通知書受領年月日 令和   年   月   日 

申 請 取 下 げ 理 由  

 

 



（様式 32） 

 

令和   年   月   日 

 

 

大阪市長   

 

 

申請者氏名   

 

 

 

仮 移 転 入 居 者 家 賃 補 助 金 交 付 申 請 取 下 書 

 

 

 令和  年  月  日付けで交付決定を受けた家賃補助金について、大阪市民間老朽住宅建替支援事業従前居住

者家賃補助制度補助金交付要綱第５条第８項の規定に基づき、下記の理由により補助金交付の取下げを申請します。 

 

記 

 

交 付 決 定 番 号 大阪市指令都整  第  号 登 録 番 号  

補助決定対象者 

住  所  

氏  名  

補 助 予 定 金 額 月額          円 

交付決定通知書受領年月日 令和   年   月   日 

申 請 取 下 げ 理 由  

 



（様式 33） 

 

令和   年   月   日 

 

 

大阪市長   

 

 

申請者氏名   

 

 

 

転 出 入 居 者 家 賃 補 助 金 交 付 申 請 取 下 書 

 

 

 令和  年  月  日付けで交付決定を受けた家賃補助金について、大阪市民間老朽住宅建替支援事業従前居住

者家賃補助制度補助金交付要綱第５条第８項の規定に基づき、下記の理由により補助金交付の取下げを申請します。 

 

記 

 

交 付 決 定 番 号 大阪市指令都整  第  号 登 録 番 号  

補助決定対象者 

住  所  

氏  名  

補 助 予 定 金 額 月額          円 

交付決定通知書受領年月日 令 和   年   月   日  

申 請 取 下 げ 理 由  

 

 



（様式 34） 

 

令和   年   月   日 

 

 

大阪市長   

 

 

申請者氏名   

 

 

 

再 入 居 者 家 賃 補 助 金 実 績 報 告 書 

 

 

 令和  年  月  日付けで交付決定を受けた家賃補助金について、大阪市民間老朽住宅建替支援事業従前居住

者家賃補助制度補助金交付要綱第 10 条第１項の規定に基づき、関係書類を添えて下記のとおり実績を報告します。 

 

記 

 

交 付 決 定 番 号 大阪市指令都整  第  号 登 録 番 号  

補助決定対象者 

現 住 所  

氏  名  

補 助 金 交 付 期 間 令和  年  月 ～ 令和  年  月 

補 助 金 交 付 決 定 額           円 

既 受 領 額           円 

受 領 予 定 額           円 

差 引 剰 余 額           円 

 

◎ 添付書類として、次の書類を提出してください。 

  ・入居者一覧表（別記様式５） 

   （交付申請時から内容に変更が無い場合は省略することができます。） 

  ・住民票（入居者全員のもの） 

（交付申請時に住民票取得依頼書（別記様式７）を提出している場合は省略することができます。） 

  ・その他実績報告に必要な書類 

   （必要に応じて求める場合があります。） 

 



（様式 35） 

 

令和   年   月   日 

 

 

大阪市長   

 

 

申請者氏名   

 

 

 

仮 移 転 入 居 者 家 賃 補 助 金 実 績 報 告 書 

 

 

令和  年  月  日付けで交付決定を受けた家賃補助金について、大阪市民間老朽住宅建替支援事業従前居住者

家賃補助制度補助金交付要綱第 10 条第１項の規定に基づき、関係書類を添えて下記のとおり実績を報告します。 

 

記 

 

交 付 決 定 番 号 大阪市指令都整  第  号 登 録 番 号  

補助決定対象者 

現 住 所  

氏  名    

補 助 金 交 付 期 間 令和  年  月 ～ 令和  年  月 

補 助 金 交 付 決 定 額           円 

既 受 領 額           円 

受 領 予 定 額           円 

差 引 剰 余 額           円 

 

◎ 添付書類として、次の書類を提出してください。 

  ・入居者一覧表（別記様式５） 

   （交付申請時から内容に変更が無い場合は省略することができます。） 

  ・住民票（入居者全員のもの） 

（交付申請時に住民票取得依頼書（別記様式７）を提出している場合は省略することができます。） 

  ・その他実績報告に必要な書類 

   （必要に応じて求める場合があります。） 



（様式 36） 

 

令和   年   月   日 

 

 

大阪市長   

 

 

申請者氏名   

 

 

 

転 出 入 居 者 家 賃 補 助 金 実 績 報 告 書 

 

 

 令和  年  月  日付けで交付決定を受けた家賃補助金について、大阪市民間老朽住宅建替支援事業従前居住

者家賃補助制度補助金交付要綱第 10 条第１項の規定に基づき、関係書類を添えて下記のとおり実績を報告します。 

 

記 

 

交 付 決 定 番 号 大阪市指令都整  第  号 登 録 番 号  

補助決定対象者 

現 住 所  

氏  名  

補 助 金 交 付 期 間 令和  年  月 ～ 令和  年  月 

補 助 金 交 付 決 定 額           円 

既 受 領 額           円 

受 領 予 定 額           円 

差 引 剰 余 額           円 

 

◎ 添付書類として、次の書類を提出してください。 

・入居者一覧表（別記様式５） 

   （交付申請時から内容に変更が無い場合は省略することができます。） 

  ・住民票（入居者全員のもの） 

（交付申請時に住民票（別記様式７）を提出している場合は省略することができます。） 

  ・その他実績報告に必要な書類 

   （必要に応じて求める場合があります。） 



（様式 37） 

 

大 都 整   第    号 

令和   年   月   日 

 

 

       様 

 

 

大阪市長   

 

 

再 入 居 者 家 賃 補 助 金 確 定 通 知 書 

 

 

令和  年  月  日付けの大阪市民間老朽住宅建替支援事業再入居者家賃補助金実績報告書により、令和   

年度家賃補助金の額を下記のとおり確定したので、大阪市民間老朽住宅建替支援事業従前居住者家賃補助制度補助金

交付要綱第 10 条第２項の規定に基づき、通知します。 

 

記 

 

交 付 決 定 番 号 大阪市指令都整  第  号 登 録 番 号  

補助決定対象者 

現 住 所  

氏  名  

補 助 金 交 付 期 間 令和  年  月 ～ 令和  年  月 

補 助 金 確 定 額           円 

既 交 付 額           円 

交 付 予 定 額           円 

 

（注）返還すべき補助金の額がある場合は、大阪市指定の納付書（同封）により行うこと。 

 

 



（様式 38） 

 

大 都 整   第    号 

令和   年   月   日 

 

 

        様 

 

 

大阪市長  

 

 

仮 移 転 入 居 者 家 賃 補 助 金 確 定 通 知 書 

 

 

令和  年  月  日付けの大阪市民間老朽住宅建替支援事業仮移転入居者家賃補助金実績報告書により、令和  

年度家賃補助金の額を下記のとおり確定したので、大阪市民間老朽住宅建替支援事業従前居住者家賃補助制度補助金

交付要綱第 10 条第２項の規定に基づき、通知します。 

 

記 

 

交 付 決 定 番 号 大阪市指令都整  第  号 登 録 番 号  

補助決定対象者 

現 住 所  

氏  名  

補 助 金 交 付 期 間 令和  年  月 ～ 令和  年  月 

補 助 金 確 定 額           円 

既 交 付 額           円 

交 付 予 定 額           円 

 

（注）返還すべき補助金の額がある場合は、大阪市指定の納付書（同封）により行うこと。 



（様式 39） 

 

大 都 整   第    号 

令和   年   月   日 

 

 

 様 

 

 

大阪市長   

 

 

転 出 入 居 者 家 賃 補 助 金 確 定 通 知 書 

 

 

令和  年  月  日付けの大阪市民間老朽住宅建替支援事業転出入居者家賃補助金実績報告書により、令和  

年度家賃補助金の額を下記のとおり確定したので、大阪市民間老朽住宅建替支援事業従前居住者家賃補助制度補助金

交付要綱第 10 条第２項の規定に基づき、通知します。 

 

記 

 

交 付 決 定 番 号 大阪市指令都整  第  号 登 録 番 号  

補助決定対象者 

現 住 所  

氏  名  

補 助 金 交 付 期 間 令和  年  月 ～ 令和  年  月 

補 助 金 確 定 額           円 

既 交 付 額           円 

交 付 予 定 額           円 

 

（注）返還すべき補助金の額がある場合は、大阪市指定の納付書（同封）により行うこと。 



（様式 40） 

令和   年   月   日 

大阪市長   

 

申請者氏名   

 

再 入 居 者 家 賃 補 助 登 録 変 更 申 請 書 

 

 大阪市民間老朽住宅建替支援事業従前居住者家賃補助制度補助金交付要綱第６条第１項の規定に基づき、関係書類

を添えて下記のとおり申請いたします。 

記 

登録番号  交付決定番号 令和  年  月  日 大阪市指令都整  第   号 

助 決 定 

対 象 者 

変更後 

住 所 

氏 名 

変更前 

住 所 

氏 名 

補助対象住宅名 （変更後）    （変更前） 

家 主 氏 名 （変更後）        （変更前）            

家 賃 月 額 （変更後）        円 （変更前）         円 

保証人 

変更後 

住 所 

氏 名 

変更前 

住 所 

氏 名 

変 更 理 由  

◎ 添付書類として下記のうち変更内容を証する書類を提出してください。 

  ・誓約書（補助決定対象者を変更する場合）（別記様式３） 

  ・連帯保証人の印鑑登録証明書（補助決定対象者を変更する場合） 

  ・入居者一覧表（別記様式５） 

  ・住民票（入居者全員のもの） 

  ・変更後の賃貸借契約書（写し） 

  ・その他変更申請に必要な書類（必要に応じて求める場合があります。） 

（注） 

  ・補助決定対象者を変更する場合は、従来の補助決定対象者がその旨を同意したことの承認印をもらってくださ

い（本人死亡の場合は不要）。また、新たに誓約書を提出してください。 

  ・補助決定対象者を従前居住者以外の者とする変更や、補助期間中における一般世帯から高齢者等世帯への区分

変更は認めない。 

 



（様式 41） 

 

令和   年   月   日 

大阪市長 

 

申請者氏名   

 

仮 移 転 入 居 者 家 賃 補 助 登 録 変 更 申 請 書 

 

 大阪市民間老朽住宅建替支援事業従前居住者家賃補助制度補助金交付要綱第６条第１項の規定に基づき、関係書類

を添えて下記のとおり申請いたします。 

記 

登録番号  交付決定番号 令和  年  月  日 大阪市指令都整  第   号 

補助決定 

対 象 者 

変更後 

住 所 

氏 名 

変更前 

住 所 

氏 名 

補助対象住宅名 （変更後）    （変更前） 

家 主 氏 名 （変更後）        （変更前）            

家 賃 月 額 （変更後）        円 （変更前）         円 

保証人 

変更後 

住 所 

氏 名 

変更前 

住 所 

氏 名 

変 更 理 由  

◎ 添付書類として下記のうち変更内容を証する書類を提出してください。 

  ・誓約書（補助決定対象者を変更する場合）（別記様式３） 

  ・連帯保証人の印鑑登録証明書（補助決定対象者を変更する場合） 

  ・入居者一覧表（別記様式５） 

  ・住民票（入居者全員のもの） 

  ・変更後の賃貸借契約書（写し） 

  ・その他変更申請に必要な書類（必要に応じて求める場合があります。） 

（注） 

・補助決定対象者を変更する場合は、従来の補助決定対象者がその旨を同意したことの承認印をもらってくださ

い（本人死亡の場合は不要）。また、新たに誓約書を提出してください。 

・補助決定対象者を従前居住者以外の者とする変更や、補助期間中における一般世帯から高齢者等世帯への区分

変更は認めない。



（様式 42） 

 

令和   年   月   日 

大阪市長  

 

申請者氏名   

 

転 出 入 居 者 家 賃 補 助 登 録 変 更 申 請 書 

 

大阪市民間老朽住宅建替支援事業従前居住者家賃補助制度補助金交付要綱第６条第１項の規定に基づき、関係書類を

添えて下記のとおり申請いたします。 

記 

登録番号  交付決定番号 令和  年  月  日 大阪市指令都整  第   号 

補助決定 

対 象 者 

変更後 

住 所 

氏 名 

変更前 

住 所 

氏 名 

補助対象住宅名 （変更後）    （変更前） 

家 主 氏 名 （変更後）        （変更前）            

家 賃 月 額 （変更後）        円 （変更前）         円 

保証人 

変更後 

住 所 

氏 名 

変更前 

住 所 

氏 名 

変 更 理 由  

◎ 添付書類として下記のうち変更内容を証する書類を提出してください。 

・誓約書（補助決定対象者を変更する場合）（別記様式３） 

・連帯保証人の印鑑登録証明書（補助決定対象者を変更する場合） 

・入居者一覧表（別記様式５） 

・住民票（入居者全員のもの） 

・変更後の賃貸借契約書（写し） 

・その他変更申請に必要な書類（必要に応じて求める場合があります。） 

（注） 

・補助決定対象者を変更する場合は、従来の補助決定対象者がその旨を同意したことの承認印をもらってくだ

さい（本人死亡の場合は不要）。また、新たに誓約書を提出してください。 

・補助決定対象者を従前居住者以外の者とする変更や、補助期間中における一般世帯から高齢者等世帯への区

分変更は認めない。 



（様式 43） 

 

令和   年   月   日 

 

 

大阪市長  

 

 

届出者氏名  

 

 

 

死亡による家賃補助金受給資格喪失届出書 

 

 

 令和  年  月  日付けで交付決定した家賃補助金について、補助決定対象者の死亡により受給資格を喪失し

たので、大阪市民間老朽住宅建替支援事業従前居住者家賃補助制度補助金交付要綱第 10 条第１項及び第 12 条第７項

の規定に基づき、下記のとおり届出ます。 

 

記 

 

交 付 決 定 番 号 大阪市指令都整  第  号 登 録 番 号  

補助決定 

対 象 者 

住  所  

氏  名  

資格喪失（死亡）年月日 令和   年   月   日 

補 助 金 交 付 期 間 令和  年  月 ～ 令和  年  月 

補 助 金 交 付 決 定 額           円 

既 受 領 額           円 



（様式 44） 

 

大阪市指令都整  第    号 

令和   年   月   日 

 

 

 様 

 

 

大阪市長   

 

 

再入居者家賃補助金事情変更による交付決定取消・変更通知書 

 

 

令和  年  月  日付け大阪市指令都整  第  号で交付決定した標記の補助金については、大阪市民間老

朽住宅建替支援事業従前居住者家賃補助制度補助金交付要綱第 16 条第１項の規定に基づき、下記のとおり家賃補助金

交付決定を取消・変更したので通知します。 

 

記 

 

交 付 決 定 番 号 大阪市指令都整  第  号 交 付 年 月 日 令和   年   月   日 

登 録 番 号  補助対象住宅  

補助決定 

対 象 者 

住  所  

氏  名  

交付決定取消・変更年月日  令和   年   月   日 

交付決定取消・変更内容  

交付決定取消・変更理由  

 

 



（様式 45） 

 

大阪市指令都整  第    号 

令和   年   月   日 

 

 

 様 

 

 

大阪市長   

 

 

仮移転入居者家賃補助金事情変更による交付決定取消・変更通知書 

 

 

令和  年  月  日付け大阪市指令都整  第  号で交付決定した標記の補助金については、大阪市民間老

朽住宅建替支援事業従前居住者家賃補助制度補助金交付要綱第 16 条第１項の規定に基づき、下記のとおり家賃補助金

交付決定を取消・変更したので通知します。 

 

記 

 

交 付 決 定 番 号 大阪市指令都整  第  号 交 付 年 月 日 令和   年   月   日 

登 録 番 号  補助対象住宅  

補助決定 

対 象 者 

住  所  

氏  名  

交付決定取消・変更年月日  令和   年   月   日 

交付決定取消・変更内容  

交付決定取消・変更理由  

 



（様式 46） 

 

大阪市指令都整  第    号 

令和   年   月   日 

 

 

 様 

 

 

大阪市長 

 

 

転出入居者家賃補助金事情変更による交付決定取消・変更通知書  

 

 

令和  年  月  日付け大阪市指令都整  第  号で交付決定した標記の補助金については、大阪市民間老

朽住宅建替支援事業従前居住者家賃補助制度補助金交付要綱第 16 条第１項の規定に基づき、下記のとおり家賃補助金

交付決定を取消・変更したので通知します。 

 

記 

 

交 付 決 定 番 号 大阪市指令都整  第  号 交 付 年 月 日 令和   年   月   日 

登 録 番 号  補助対象住宅  

補助決定 

対 象 者 

住  所  

氏  名  

交付決定取消・変更年月日  令和   年   月   日 

交付決定取消・変更内容  

交付決定取消・変更理由  

 



（様式 47） 

 

大 都 整   第    号 

令和   年   月   日 

 様 

 

 

大阪市長   

 

 

再 入 居 者 家 賃 補 助 登 録 変 更 通 知 書 

 

 令和  年  月  日付けの登録変更申請については、審査の結果、変更登録しましたので、大阪市民間老朽住

宅建替支援事業従前居住者家賃補助制度補助金交付要綱第６条第４項の規定に基づき、下記のとおり通知します。 

記 

登 録 番 号  

補助決定 

対 象 者 

変更後 

住 所 

氏 名 

変更前 

住 所 

氏 名 

補助対象住宅名 （変更後）    （変更前） 

家 主 氏 名 （変更後）           （変更前）            

家 賃 月 額 （変更後）    （変更前） 

保 証 人 

変更後 

住 所 

氏 名 

変更前 

住 所 

氏 名 

（注）・補助金交付を継続して受ける場合は、毎年更新手続きが必要です。更新手続きがない場合及び更新時における

世帯収入が、大阪市の定める基準額を超えたときは当該年の４月から補助金の受給資格がなくなります。 

・次の事項に該当した場合は補助金の受給資格がなくなりますので、大阪市へその旨を届出てください。 

   （１）他の住宅へ転居（住民票等の異動を含む）したとき。 

   （２）他の公的制度による家賃補助を受けたとき。 

   （３）賃貸借契約の名義人を従前居住者以外の者としたとき。 



（様式 48） 

 

大 都 整   第    号 

令和   年   月   日 

 様 

 

 

大阪市長   

 

 

仮 移 転 入 居 者 家 賃 補 助 登 録 変 更 通 知 書 

 

 令和  年  月  日付けの登録変更申請については、審査の結果、変更登録しましたので、大阪市民間老朽住

宅建替支援事業従前居住者家賃補助制度補助金交付要綱第６条第４項の規定に基づき、下記のとおり通知します。 

記 

登 録 番 号  

補助決定 

対 象 者 

変更後 

住 所 

氏 名 

変更前 

住 所 

氏 名 

補助対象住宅名 （変更後）    （変更前） 

家 主 氏 名 （変更後）           （変更前）            

家 賃 月 額 （変更後）    （変更前） 

保 証 人 

変更後 

住 所 

氏 名 

変更前 

住 所 

氏 名 

（注）・補助金交付を継続して受ける場合は、毎年更新手続きが必要です。更新手続きがない場合及び更新時における

世帯収入が、大阪市の定める基準額を超えたときは当該年の４月から補助金の受給資格がなくなります。 

・次の事項に該当した場合は補助金の受給資格がなくなりますので、大阪市へその旨を届出てください。 

   （１）他の住宅へ転居（住民票等の異動を含む）したとき。 

   （２）他の公的制度による家賃補助を受けたとき。 

   （３）賃貸借契約の名義人を従前居住者以外の者としたとき。



（様式 49） 

 

大 都 整   第    号 

令和   年   月   日 

 様 

 

 

大阪市長   

 

 

転 出 入 居 者 家 賃 補 助 登 録 変 更 通 知 書 

 

 令和  年  月  日付けの登録変更申請については、審査の結果、変更登録しましたので、大阪市民間老朽住

宅建替支援事業従前居住者家賃補助制度補助金交付要綱第６条第４項の規定に基づき、下記のとおり通知します。  

記 

登 録 番 号  

補助決定 

対 象 者 

変更後 

住 所 

氏 名 

変更前 

住 所 

氏 名 

補助対象住宅名 （変更後）    （変更前） 

家 主 氏 名 （変更後）           （変更前）            

家 賃 月 額 （変更後）    （変更前） 

保 証 人 

変更後 

住 所 

氏 名 

変更前 

住 所 

氏 名 

（注）・補助金交付を継続して受ける場合は、毎年更新手続きが必要です。更新手続きがない場合及び更新時における

世帯収入が、大阪市の定める基準額を超えたときは当該年の４月から補助金の受給資格がなくなります。 

・次の事項に該当した場合は補助金の受給資格がなくなりますので、大阪市へその旨を届出てください。 

   （１）他の住宅へ転居（住民票等の異動を含む）したとき。 

   （２）他の公的制度による家賃補助を受けたとき。 

   （３）賃貸借契約の名義人を従前居住者以外の者としたとき。



（様式 50） 

 

大 都 整   第    号 

令和   年   月   日 

 

 

        様 

 

 

大阪市長  

 

 

再 入 居 者 家 賃 補 助 金 受 給 資 格 喪 失 通 知 書 

 

 

あなたは、大阪市民間老朽住宅建替支援事業従前居住者家賃補助制度補助金交付要綱第 13 条第２項の規定に基づき、

下記のとおり家賃補助金の受給資格を喪失したことを通知します。 

 

記 

 

登 録 番 号  

補助決定 

対 象 者 

住 所  

氏 名  

資格喪失事由発生年月 令 和   年   月 

資格喪失理由  



（様式 51） 

 

大 都 整   第    号 

令和   年   月   日 

 

 

 様 

 

 

大阪市長   

 

 

仮移転入居者家賃補助金受給資格喪失通知書 

 

 

あなたは、大阪市民間老朽住宅建替支援事業従前居住者家賃補助制度補助金交付要綱第 13 条第２項の規定に基づき、

下記のとおり家賃補助金の受給資格を喪失したことを通知します。 

 

記 

 

登 録 番 号  

補助決定 

対 象 者 

住 所  

氏 名  

資格喪失事由発生年月 令 和   年   月 

資格喪失理由  

 



（様式 52） 

 

大 都 整   第    号 

令和   年   月   日 

 

 

 様 

 

 

大阪市長   

 

 

転出入居者家賃補助金受給資格喪失通知書 

 

 

 あなたは、大阪市民間老朽住宅建替支援事業従前居住者家賃補助制度補助金交付要綱第 13 条第２項の規定に基づき、

下記のとおり家賃補助金の受給資格を喪失したことを通知します。 

 

記 

 

登 録 番 号  

補助決定 

対 象 者 

住 所  

氏 名  

資格喪失事由発生年月 令 和   年   月 

資格喪失理由  

 



（別記様式１） 

 

        令和  年  月  日 

 

大阪市長  

 

 

誓  約  書 

 

 

 この度、申請者は大阪市民間老朽住宅建替支援事業従前居住者家賃補助制度補助金交付要綱の規定に基づく

家賃補助金登録申請をするにあたり、同要綱に基づく規定を充分踏まえた上で申請しているものであり、偽り

のないことを誓約いたします。 

なお、民間老朽住宅等の（      ）事業（申請者          ）は、（ 

                         制度）に基づいて行われる予定ですが、補助申請者

もしくは補助対象事業者の事由により事業断念された場合は、退去後の家賃にかかる家賃補助金について債権

を有しないことを認め、大阪市に対して一切請求しないことを誓約いたします。 

 また、本申請は暴力団の利益になるような申請ではありません。 

 

 

 

 

（ 家賃補助申請者 ） 

 

    住  所 

 

    氏  名                        

     （生年月日           年   月   日）                 

    

                                  

 



（別記様式２） 

 

        令和  年  月  日 

 

大阪市長  

 

 

確  認  書 

（ 当 事 者 間 解 決 ） 

 

 

 下記の物件について、大阪市民間老朽住宅建替支援事業 建替建設費補助制度及び従前居住者家賃補助制度を

利用するにあたり、大阪市が再入居を保証するものではないことを確認するとともに、家主と借家人との間に

おける再入居の合意並びに再入居にかかる賃貸借契約の条件等について争いが生じても、当事者間で解決する

ものとし、大阪市に対して一切ご迷惑をおかけしません。 

 

 

（ 事 業 主 ） 

 

    住  所 

 

    氏  名                        

                                          

 

 

（ 借 家 人 ） 

 

    住  所 

 

    氏  名                        

     （生年月日           年   月   日）          

 

 



（別記様式３） 

 

        令和  年  月  日 

 

大阪市長 

 

 

誓  約  書 

 

 この度、申請者は大阪市民間老朽住宅建替支援事業従前居住者家賃補助制度補助金交付要綱の規定に基づく

家賃補助金交付申請をするにあたり、同要綱に基づく規定を充分踏まえた上で申請しているものであり、偽り

のないことを誓約いたします。 

 万一制度に違反した場合は、申請者は受給した補助金全額を指定された期日までに返還し、連帯保証人はこ

の債務を申請者と連帯して保証することを誓約いたします。 

 なお、民間老朽住宅等の（      ）事業（申請者          ）は、（ 

                           制度）に基づいて行われる予定ですが、補助申請

者もしくは補助対象事業者の事由により事業断念された場合は、その月以降の家賃にかかる家賃補助金（既に

交付決定通知された額を含む）について債権を有しないことを認め、大阪市に対して一切請求しないことを誓

約いたします。 

 

（ 家賃補助申請者 ） 

    住  所 

 

    氏  名                        

     （生年月日           年   月   日）                

                                     

（ 連帯保証人 ） 

    住  所 

 

    氏  名                        

 

    申請者との関係                                    

 

（注）・連帯保証人になっていただく方は、申請者とは別に独立の生計を営んでおられる方で、次の(１)か(２)

のいずれかに該当する方に限ります。 

（１）大阪府下に居住、または勤務する方 

（２）申請者の親族 

・連帯保証人の印鑑登録証明書を添付してください。 



（別記様式４） 

令和  年  月  日 

 

入 居 者 一 覧 表 

 

続 

 

柄 

 

入 居 者 氏 名 

 

 

生 年 月 日 

 

年 齢 

 

年    収 

本 

 

人 

    

 

 

 

    

 

 

 

    

 

 

 

    

 

 

 

    

 

 

 

    

 

計 

 

    

直近の収入をご確認ください。（前年の１月１日～12月 31日を目安にして下さい。） 

収入が年金のみの方も記入してください。 

 

世帯区分が一般世帯の場合、続柄の記入は不要です。 



（別記様式５） 

令和  年  月  日 

 

入 居 者 一 覧 表 

 

続

柄 
入 居 者 氏 名 生年月日 年齢 職 業 

収入 

の 

種類 

年   収 
特別控除 

(B) 
総収入金額 所得金額(A) 

本 

 

人 

    給    

年   

事   

     給    

年   

事   

     給    

年   

事   

     給    

年   

事   

     給    

年   

事   

     給    

年   

事   

     給    

年   

事   

     給    

年   

事   

計 

     （A） （B） 

（A）-（b）世帯所得金額 

交付（更新）申請時に課税台帳閲覧依頼書（別記様式８）又は生活保護受給状況確認依頼書（別記様式９）を提出してい

る場合は、「収入の種類」「年収」「特別控除」「特別控除後の所得金額」の記入を省略することができます。 

 



（別記様式７）  

        令和  年  月  日  

大阪市長  

 

住民票取得依頼書  

 

 大阪市民間老朽住宅建替支援事業従前居住者家賃補助制度の交付更新申請、交

付請求及び実績報告手続きにあたり、住民票（世帯全員分）の取得を、申請者に

代わり、大阪市都市整備局に依頼します。  

 

 

世帯主氏名 入居者氏名 生年月日 

   

  

  

  

  

  

  

 

 登録番号  

 

住 所  

 

 

氏 名               

 

 

※氏名については正確にご記入ください。  

 



（別記様式８）  

 

        令和  年  月  日  

 

大阪市長  

 

 

課税台帳情報取得依頼書  

 

 

 大阪市民間老朽住宅建替支援事業従前居住者家賃補助制度の交付更

新申請手続きにあたり、世帯全員分の課税（所得）の状況について、申

請者に代わり、大阪市都市整備局の職員が、大阪市の課税台帳情報を取

得し、確認するよう依頼します。  

 

 

 登録番号  

 

住 所  

 

 

 

氏 名               

 

  

 

※氏名については正確にご記入ください。  

※世帯全員分提出してください。（中学生以下は不要）  

 



（別記様式９）  

 

        令和  年  月  日  

 

大阪市長  

 

生活保護受給状況確認依頼書  

 

 大阪市民間老朽住宅建替支援事業従前居住者家賃補助制度の交付更新申請手続きにあたり、

申請者に代わり、生活保護の受給の状況について、大阪市都市整備局が各区役所に確認する

よう依頼します。  

 

 

 

 

登録番号  

 

 

住所  

 

 

 

氏名  

 

 

 

 

 

 

※氏名については正確にご記入ください。



（別記様式 10） 

 

        令和  年  月  日 

 

大阪市長 

 

 

制度利用状況報告及び確認同意書 

 

 

◆ 大阪市が実施する家賃補助制度等について、「大阪市民間老朽住宅建替支援事業従前居住者家賃補助制度」以

外の利用状況は、現在以下のとおりであることを報告します。 

（該当する項目に○をつけてください） 

 

・ 「民間老朽住宅建替従前居住者家賃補助制度」以外に利用はありません。 

・ 「新婚世帯向け家賃補助制度」を受けています。 

・ 「民間すまいりんぐ」の家賃補助を受けています。 

・ 生活保護を受けています。 

・ その他（制度名称：                       ） 

 

 

◆ 民間老朽住宅建替従前居住者家賃補助金の受給期間中の交付手続き、及び、実績報告手続きにあたり、他の

制度（新婚世帯向け家賃補助制度、民間すまいりんぐの家賃補助、生活保護等）の利用状況について、大阪

市が確認を行うことに同意します。 

 

 

住  所 ：  

 

 

氏  名 ：  

 

 


